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定  款 

 

第１章 総  則 

 

（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社トラストバンクと称する。 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．コンピューターシステム・プログラムの企画、開発及び販売、指導 

２．情報提供サービス及び情報商材の販売 

３．ポータルサイトの企画及び運営 

４．インターネットビジネスに関するコンサルティング業務、広告業務及び

広告代理店業 

５．ウェブサイト、ＥＣサイト等のインターネット上のデジタルコンテンツ

の企画、制作、開発及び販売、運営、管理 

６．インターネットを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用及び

保守 

７．投資等に関するコンサルティング業務 

８．コンピューター教室、操作指導及び各種教室の経営 

９．インターネットにおけるサーバー仲介業務 

10. マーケティングリサーチの請負 

11. 経営戦略及び事業戦略のコンサルティング業務 

12. 環境・エネルギー分野におけるコンサルティング業務及び商品・サービ

スの提供、管理等に関する業務 

13. 電力の販売、管理等に関する業務 

14. ふるさと納税等に関する各種セミナーの企画、開催及び運営 

15. ふるさと納税の事務に関するアウトソーシング受託業務 

16. 地域活性化のための商品開発、資金調達、地域電力等に関する支援事業 

17. 高齢者・要介護者・障がい者向け福祉機器の開発、普及促進事業 

18. 飲食店の企画及び運営 



19. 特産品、工芸品、食料品、飲料品の展示及び販売 

20. クラウドファンディング事業 

21. 有価証券の募集・売出し及び私募の取扱い並びにその売買、売買の媒介

及び取次ぎ又は代理業務 

22. ファンドの組成、募集取扱、管理等に関する業務 

23. 不動産の売買及び賃貸借の情報提供、仲介及び斡旋事業 

24．無料職業紹介事業及び有料職業紹介事業 

25. 地方公共団体における業務及び手続並びに地方公共団体の提供するサ

ービスに関するデジタル化・ＩＣＴ化のためのシステム運用業務、研修

の企画及び実施業務、コンサルティング業務並びにアウトソーシング受

託業務 

26.ＱＲコード、デジタルクーポンその他電子決済システムの企画、開発、運

用、管理、保守及びそれらのコンサルティング業務 

27. 遺贈寄附に関するシステム運用、コンサルティング業務 

 

28. 前各号に附帯する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都目黒区に置く。 

 

（機関構成） 

第４条 当会社は、株主総会、取締役、取締役会、監査役を置く。 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、官報に掲載してする。 

 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１万５０００株とし、当会社の発行可能種

類株式総数は次のとおりとする。但し、甲種類株式の消却が行われた場合に



は、これに相当する株式の数を減ずる。 

① 普通株式 １万株 

② 甲種類株式 ５０００株 

 

（株券の発行） 

第７条 当会社の株式については、株券を発行する。 

 

（株券の種類） 

第８条 当会社の発行する株券は、1株券、10株券、100株券、1000株券の 4種類

とする。但し、取締役会の決定により、必要に応じこれ以外の株数を表示し

た株券を発行することができる。 

 

（株式の譲渡制限） 

第９条 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。但し、

当会社の株式につき担保権を有する担保権者が当該担保権を実行した場合

（法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁

済による実行を含む。）の当該担保権者又は当該担保権者が指定する者に対

する譲渡による取得については、当会社の承認がなされたものとみなす。 

  ② 前項の承認機関は取締役会とする。 

 

（相続人等に対する株式の売渡し請求） 

第 10 条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対

し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 

 

（株主名簿記載事項の記載の請求） 

第 11条  株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するに

は、当会社の所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として

株主名簿に記載された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得

者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。 

  ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求す

ることができる。 



 

（質権の登録） 

第 12 条 当会社の株式につき質権の登録を請求するには、当会社所定の書式によ

る請求書に当事者が署名又は記名押印し、株券を添えてしなければならな

い。その登録の抹消についても同様とする。 

 

（株券の再発行） 

第 13 条 当会社の発行する株券の分割若しくは併合又は株券の毀損、汚損等の事

由により株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に

請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えてしなければならない。 

② 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による

株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに必要書類を添

えてしなければならない。 

 

（基準日） 

第 14 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有す

る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使

することができる株主とする。 

②  前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができ

る者を確定するため必要があるときは、取締役会は、臨時に基準日を定め

ることができる。ただし、この場合には、その日を２週間前までに公告する

ものとする。 

 

（株主の住所等の届出等） 

第 15 条 当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、

当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社

に届け出なければならない。届出事項等に変更を生じたときも、同様とす

る。 

② 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければな

らない。 

 



第３章 甲種類株式 

 

（普通株式を対価とする取得条項） 

第 16 条 当会社は、以下の場合には取締役会の定める日をもって、発行済の甲種

類株式の全部を取得し、引換えに甲種類株式を有する株主（以下「甲種類株

主」という。）に当会社の普通株式を交付することができる。 

（１）当会社の株式についていずれかの金融商品取引所への上場（以下「株

式公開」という。）の申請を行うことが取締役会（取締役会が設置さ

れていない場合には株主総会）で可決され、かつ株式公開に関する主

幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合 

（２）当会社の普通株式の議決権の過半数を有する株主が書面により同意

した場合 

② 甲種類株式１株を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、１

株とする。 

 

（議決権） 

第 17条 甲種類株主は、株主総会において議決権を行使することができない。 

 

（その他の甲種類株式の内容） 

第18条 前二条及び次条の定めを除く甲種類株式の内容は普通株式と同一とする。 

 

（種類株主総会） 

第 19 条 当会社は、甲種類株式について、会社法第３２２条第１項の規定による

種類株主総会の決議を要しない。 

 

第４章 株主総会 

 

（招 集） 

第 20 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集

し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 

② 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、代表取締役がこ



れを招集する。代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定

めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集する。 

③ 株主総会を招集するには、会日より１週間前までに、議決権を有する各

株主に対して招集通知を発するものとする。 

 

（招集手続の省略） 

第 21 条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員

の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。 

 

（議長及び決議の方法） 

第 22 条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たり、代表取締役に事故があ

るときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれに

当たる。 

② 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出

席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

③ 会社法第３０９条第２項に定める株主総会の決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

 

（株主総会の決議の省略） 

第 23 条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があ

った場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべて

の株主が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する

旨の株主総会の決議があったものとみなす。 

 

（議決権の代理行使） 

第 24 条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代

理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主

総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 

 

（株主総会議事録） 



第 25 条 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成

し、１０年間当会社の本店に備え置くものとする。 

 

第５章  取 締 役 及 び 取 締 役 会 

 

（取締役の員数） 

第 26条 当会社の取締役は、３名以上を置く。 

 

（取締役の選任の方法） 

第 27 条 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数をもって行う。 

 

（取締役の任期） 

第 28 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された

取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とす

る。 

 

（代表取締役） 

第 29条 当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。 

② 代表取締役は当会社を代表し、当会社の業務を執行する。 

 

（報酬等） 

第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財

産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 

 

（取締役会の招集） 

第 31 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び監査役に対し、会日の３日前まで

に発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。 



② 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続

きを経ないで開くことができる。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第 32 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを

招集し、その議長となる。 

② 代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従

い、他の取締役がこれに代わる。 

 

（取締役会の決議） 

第33条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、

出席取締役の過半数をもって行う。 

② 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項 

について提案をした場合において、当該提案につき取締役（当該事項につ

いて議決に加わることができるものに限る）の全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の

決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述

べたときはこの限りではない。 

 

（取締役会の議事録） 

第 34 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定

める事項については、議事録に記載又は記録し、出席取締役及び出席監査役

が記名押印又は電子署名する。 

 

（取締役の責任免除） 

第 35 条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によ

って、同法第４２３条第１項に規定する取締役（取締役であった者を含む。）

の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 

② 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締

役等であるものを除く。）との間に、同法第４２３条第１項の責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限



度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 

 

第６章  監 査 役 

 

（監査役の員数） 

第 36条 当会社の監査役は、３名以内とする。 

 

（監査役の選任） 

第 37 条 当会社の監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株

主の議決権の過半数をもって行う。 

 

（監査役の任期） 

第 38 条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す

るときまでとする。 

 

（監査役の報酬等） 

第 39 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財

産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 

 

（監査役の責任免除） 

第 40 条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によ

って、同法第４２３条第１項に規定する監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 

② 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間に、同

法第４２３条第１項の責任を限定する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額

とする。 

 



第７章  計  算 

 

（事業年度） 

第 41条 当会社の事業年度は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までとする。 

 

（剰余金の配当及び除斥期間） 

第 42 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載さ

れた株主又は登録株式質権者に対して行う。 

② 剰余金の配当は、支払開始の日から満３年を経過しても受領されないと

きは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

コンプライアンス規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トラストバンク 
 



（目的） 
第１条 この規程は、株式会社トラストバンク（以下、「当社」という。）が、コンプライ

アンスの方針、体制、運営方法などを定め、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務

遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践することを目的とする。  
 
（定義） 
第２条 この規程において「コンプライアンス」とは、当社の役員、顧問、社員、嘱託、

契約社員及び派遣労働者（以下「役員及び従業員等」という。）が業務遂行に当たって、

法令はもとより、社内規程、企業倫理、社会規範に基づき良識をもって行動することをい

う。  
 
（適用範囲） 
第３条 この規程は、当会社の役員及び従業員等に適用する。 
 
（コンプライアンス担当責任者） 
第４条 コンプライアンス担当責任者は、当会社の代表取締役が兼ねるものとする。 
２ 代表取締役が特別の事情によりコンプライアンス担当責任者の責を果たせない場合

は、管理担当部署長がその代行にあたり、コンプライアンス体制の維持継続に努めるもの

とする。 
 
（コンプライアンス委員会の設置） 
第５条 当社は、コンプライアンスの状況を把握し、コンプライアンス違反を未然に防止

するとともに、コンプライアンス違反があった場合に対応するために、コンプライアンス

委員会を設置する。 
２ コンプライアンス委員会の委員は、代表取締役、執行役員、常勤監査役及び内部監査

室長とし、代表取締役を委員長とする。ただし、特別の事情により代表取締役が委員長の

任を務められないときは、執行役員の協議により、執行役員のうち１名を委員長とする。 
３ コンプライアンス委員会の事務局は、管理担当部署とする。 
 
（コンプライアンス委員会の運営） 
第６条 コンプライアンス委員会は、原則として３か月に１度開催する。ただし、臨時で

開催することを妨げない。 
２ コンプライアンス委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 
３ コンプライアンス委員会は、委員の過半数の出席により成立し、その決議は出席委員

の過半数の賛成によって決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。 
４ 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取するこ

とができる。 
 
 （コンプライアンス委員会の役割） 
第７条 コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関して次の役割を負う。 
（１）コンプライアンスに係る取組みを推進する。  
（２）コンプライアンスに関する研修等を実施する。  
（３）当社の管理担当部署と連携して役員及び従業員等がコンプライアンスを遵守してい

るか調査を実施し、問題がある場合は改善を指示する。  
（４）コンプライアンス違反の事例が発生した場合は、コンプライアンス委員会を開催

し、事実関係を調査の上、もし、コンプライアンス違反の事実が認められれば、その被害

を最小限にとどめる等速やかに対応し、かつ再発防止策を構築する。  
 



（役員及び従業員等からの通報） 
第８条 コンプライアンス委員会等は、役員及び従業員等からコンプライアンス違反の通

報があった場合は、別に定める「内部通報規程」を遵守して対応する。  
 
（マニュアル） 
第９条 事務局は、役員及び従業員等がコンプライアンスを正しく理解し実践していくた

めに、必要に応じてマニュアル等を作成し、適時見直しを行い、役員及び従業員等に周知

徹底する。  
 
（コンプライアンス違反に係る対応） 
第 10 条 役員及び従業員等による故意又は重大な過失によるコンプライアンス違反行為

については、就業規則等により処分することがある。また、役員及び従業員等がコンプラ

イアンス違反により、当社に経済的損失を与えた場合は、当社は、当該役員及び従業員等

に損害賠償を請求することがある。  
 
（規程の所管及び改廃） 
第 11 条 この規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 

以上 
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リスク管理規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トラストバンク 

 



（目的） 

第１条   この規程は、株式会社トラストバンクにおけるリスク管理に関して必要な事項を

定め、もってリスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条   この規程は当社のすべての役員及び従業員等（契約社員、パートタイマー及び派

遣社員を含む。以下同じ。）に対して適用する。 

 

（定義） 

第３条   この規程において「リスク」とは、会社に物理的、経済的もしくは信用上の損失

または不利益を生じさせるすべての可能性を指すものとし、「事故など」とは、

リスクが具現化した事象などを指すものとする。 

２   この規程において「役職員」とは、役員及びマネジャー以上の従業員等を指すも

のとする。 

 

（基本的責務） 

第４条   役職員は、業務の遂行にあたって、法令、定款及び会社の定める規程などリスク

管理に関するルールを遵守しなければならない。 

 

（リスクに関する措置） 

第５条   すべての役員及び従業員等は、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価す

るとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの

回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じなければならない。 

２   役職員は、業務上の意思決定を求めるにあたっては、決裁者に対し当該業務にお

いて予見されるリスクを進んで明らかにするとともに、これを処理するための措

置について具申しなければならない。 

 

（事故など発生時の対応） 

第６条   すべての役員及び従業員等は、事故などが発生した場合には、これに伴い生じる

会社の損失または不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内の初期対応

を十分な注意をもって行う。 

２   すべての役員及び従業員等は、事故など発生後速やかに、決裁者に必要な報告を

するとともに、その後の処理については関係部署と協議を行い、決裁者の指示に

従う。 

３   すべての役員及び従業員等は、事故などに起因する新たなリスクに備え、前条の

措置を講ずる。 



 

（事故など処理後の報告） 

第７条   すべての役員及び従業員等は、事故などの処理が完了した場合には、処理の経過

及び結果について記録を作成し、代表取締役社長に報告しなければならない。 

 

（クレームなどへの対応） 

第８条   すべての役員及び従業員等は、口頭または文書により取引先・顧客などからクレ

ーム・異議などを受けた場合には、それらが重大なリスクにつながるおそれがあ

ることを意識し、直ちに決裁者に報告し、指示を受ける。 

２   決裁者は、クレーム・異議などの重要度を判断し、関係部と協議のうえ、対応し

なければならない。 

 

（対外文書の作成） 

第９条   すべての役員及び従業員等は、対外文書の作成については、つねにリスク管理を

意識し決裁者の指示に従わなければならない。 

 

（守秘義務） 

第 10条  すべての役員及び従業員等は、本規程に基づく会社のリスク管理に関する計画・

システム・措置など、並びにこれらを立案・実施する過程において、知り得た会

社及びその他の関係者に関する秘密については、社内外を問わず漏えいしてはな

らない。 

 

（緊急事態対応体制） 

第 11条  大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合（以下「緊

急事態」という。）は、代表取締役社長をリスク管理統括責任者とする緊急事態

対応体制をとるものとする。 

 

（規程の所管及び改廃） 

第 12条  この規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 
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監査役監査規程 

 

（目 的） 

第1条 本規程は、監査役監査の基本方針、実施及び報告に関する基本事項を定める。 

 

（監査役の責務） 

第2条 監査役は、法令及び定款並びにその他の諸規則に準拠して公正不偏な立場で監査

を実施し、会社の発展とその社会的信用の維持、向上に努めなければならない。 

2. 監査役は、取締役とともに会社の機関として共通の経営理念及び基本方針に基づ

き常に経営全般の立場から経営業績の推移と、経営環境の変化を把握しなければ

ならない。 

 

（監査の方法等） 

第3条 監査役は、監査を効果的かつ効率的に実施するために、企業を取り巻く外部経営

環境、会社の経営方針や組織体制、内部統制の整備状況等に留意のうえ、重要性

適時性その他必要な要素を考慮して監査方針をたて、監査対象、監査手続、重点

監査項目等を適切に選定して監査計画を作成する。 

2. 監査役は、組織的かつ効率的に監査を実施するため、監査業務の分担を行う。 

3. 監査役は、代表取締役と定期的に面談を行い、会社の経営方針を確認するととも

に、経営に関連するリスクを多面的に把握し、効果的かつ効率的な監査の実施に

役立てるものとする。 

4. 監査役は、経営方針決定の経過及び業務執行の状況を知るために、取締役会その

他の重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなら

ない。会議に出席できなかった場合は、議事録・資料等を閲覧する。 

5. 監査役は、必要に応じて内部監査部門・監査法人と連携をとり、監査結果を適切

に評価、利用することにより効率的な監査の実施に役立てるものとする。 

 

（取締役会への報告及び招集） 

第4条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると

認めるとき、又は法令若しくは定款及び会社の目的に違反する事実、若しくは著

しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、取締役会にこれを報告しなけ

ればならない。 

2. 監査役は、前項の場合において必要があると認める時は、定款及び取締役会規程

に従い取締役会の招集権限のある取締役に対し、取締役会の招集を請求すること

ができる。 
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3. 前項の請求がなされた日から 5 日以内に、その請求の日より 2 週間以内の日を取

締役会の日とする取締役会の招集通知が発せられないときは、招集を請求した監

査役は、自ら取締役会を招集することができる。 

 

（任務、報告請求及び調査） 

第5条 監査役は、取締役の職務を監査し、いつでも、取締役及びその使用人に対し事業

の報告を求め、また、会社の組織・制度の改廃、資産の取得、処分、投融資及びそ

の他の事項のうち重要なものについての報告を受け、会社の業務及び財産の状況

について調査することができる。 

 

（助言、勧告及び差止請求） 

第6条 監査役は、将来会社に著しい損害又は重大な事故などを招くおそれのある事実を

発見したときは、その事実を指摘し、これを改めるよう取締役会に助言しなけれ

ばならない。 

2. 監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為、その他法令若しくは定款に違反

する行為をし、若しくはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行

為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その事実を指摘して、

これを改めるよう当該取締役に勧告しなければならない。また、状況によっては、

当該取締役に対し、その行為の差止請求をすることができる。 

3. 監査役は、取締役又はその使用人から会社に著しい損害が生ずるおそれのある旨

の報告を受けた場合には、会社に与える影響等を調査し、監査役として助言又は

勧告等の必要な措置を講じなければならない。 

 

（監査費用） 

第7条 監査役は、その職務執行のため必要と認める費用を会社に請求することができる。 

2．監査役がその職務執行について会社に対して以下に掲げる請求をしたときは、会社

は当該請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないこと 

を証明した場合を除き、これを拒むことができない。 

(1) 費用の前払の請求 

(2) 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求 

(3) 負担した債務の債権者に対する弁済（当該債務が弁済期にない場合にあって

は、相当の担保の提供）の請求 
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（監査の種別） 

第8条 監査役監査は、会計監査及び業務監査とする。 

2. 会計監査とは、会計方針（会計処理の原則及び手続き並びに表示の方法その他計

算関係書類作成のための基本となる事項）、計算書類及びその附属明細書の監査を

いう。 

3. 業務監査とは、取締役の職務の執行の監査、取締役会等の意思決定の監査、取締

役会の監督義務の履行状況の監査、内部統制システムに係る監査（但し、取締役

会決議により内部統制システムが決定されている場合に限る）、競業・利益相反取

引等の監査、及び事業報告の監査等をいう。 

 

（監査調書） 

第9条 監査役は、監査意見の根拠を明らかにし、かつ適正に監査を実施したことを立証

するため、監査を実施したときは監査調書を作成する。監査調書の記載事項は下

記を基本とする。 

(1) 監査年月日、作成年月日、監査役氏名 

(2) 監査の目的と監査項目 

(3) 監査方法、監査意見 

 

（事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書の監査） 

第10条 監査役は、事業年度を通じて取締役の職務の執行を監視し検証することにより、

当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書（以下「事業報告等」という）

が法令又は定款に従い会社の状況を正しく示しているか、並びに当該事業年度に

おける計算書類及びその附属明細書が会社の財産及び損益の状況をすべての重要

な点において適正に表示しているかどうかについて監査意見を形成する。 

2. 監査役は、経理担当取締役から各事業年度における事業報告等及び計算書類（附

属明細書を含む 以下同じ）を受領する。監査役は、経理担当取締役及び使用人

に対し、事業報告等及び計算書類の内容について説明を求め確認を行う。 

3. 監査役は事業報告等及び計算書類の監査結果を整理し、監査報告書を作成しなけ

ればならない。尚、２人以上の監査役が意見を同じくするときは、連名で監査報

告書を作成することができる。監査報告書には、以下の各事項及び当該監査報告

を作成した日を記載する。 

(1) 事業報告等に関する以下の事項 

① 監査の方法及びその内容 

② 事業報告等が法令又は定款に従い会社の状況を正しく表示しているかど

うかについての意見 

③ 取締役の職務の執行の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違
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反する重大な事実があったときは、その事実 

④ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

⑤ 内部統制システムについて取締役会で決議がなされ、当該決議の内容の概

要（監査の範囲に属さないものを除く）が事業報告等に記載されている場

合において、その内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由 

⑥ 会社の支配に関するの基本方針（買収に対する防衛策等）が事業報告等の

内容になっているときは、当該事項についての意見 

(2) 計算書類に関する記載事項 

① 監査の方法及びその内容 

② 計算書類が会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正

に表示しているかどうかについての意見 

③ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

④ 追記情報 

4. 監査役は、必要に応じて親会社の内部監査部門と連携を取り、効率的な監査の実

施に役立てるものとする。 

 

（株主総会への報告・説明等） 

第11条 監査役は株主総会に提出される議案及び書類について法令若しくは定款に違反し

又は著しく不当な事項の有無を調査し、当該事実があると認めた場合には、株主

総会において、その調査結果を報告しなければならない。 

(1) 監査役は、株主総会において株主から説明を求められた場合には、議長の議事

運営に従い当該事項について説明する。 

 

（代表取締役及び取締役会への報告） 

第12条 監査役は、実施した監査の結果必要と認めた事項について代表取締役及び取締役

会に報告するものとする。 

 

（変更） 

第13条 本規程の制定・改廃は、監査役全員の同意により決定し、取締役会に報告するも

のとする。 

 

 

附則 

1. 本規程は、平成３１年１月１日より実施する。 

 

                株式会社トラストバンク監査役   



 
 

監査役協議会規則 

 

（本規定の目的） 

第１条  

株式会社トラストバンクの監査役全員は、本規則第３条の目的のために、監査役協議会を

設置することに同意し、その運営のために本規則を定める。 

 

（組織） 

第２条 

監査役協議会は、全ての監査役で組織する。 

 

（監査役協議会の目的） 

第３条 

１．監査役協議会は、各監査役が意思疎通を図り、監査および経営、事業その他の関連する

情報の提供と意見の交換を行うことにより、監査に関する重要な事項について情報を共

有し、監査役共通の事項について決定するための任意の機関として設ける。 

２．監査役協議会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は本規

定の定めるところに従い決議をすることができる。但し、監査役協議会は、会社法上の法

定機関ではなく、いかなる場合といえども、各監査役の権限の行使を妨げることはできな

い。 

３．監査役協議会は、監査環境の整備に努め、組織的で実効性の高い監査の実現を目指す。 

 

（議長） 

第４条 

１．監査役協議会は、その決議によって監査役の中から議長を定める。 

２．監査役協議会の議長は、第７条第１項に定める職務のほか、監査役協議会の委嘱を受け

た職務を遂行する。ただし、各監査役の権限の行使を妨げることはできない。 

 

（特定監査役） 

第５条 

１．監査役協議会は、その決議によって次に掲げる職務を行う者（以下、特定監査役という）

を定めることができる。 

 一 各監査役が受領すべき事業報告及びその附属明細書並びに計算関係書類を取締役か

ら受領し、それらを他の監査役に対し送付すること 

 二 事業報告及びその附属明細書に関する監査役監査報告の内容を、その通知を受ける

者として定められた取締役（以下、特定取締役という）に対し通知すること 



 三 特定取締役との間で、前号の通知をすべき日について合意をすること 

 四 特定取締役及との間で、前号の通知を受けるべき日について合意をすること 

 五 計算関係書類に関する監査役監査報告の内容を特定取締役に対し通知すること 

 六 特定取締役との間で、前号の通知をすべき日について合意をすること 

２．特定監査役を定めるときは、常勤の監査役を特定監査役とする。 

 

（開催） 

第６条 

監査役協議会は、原則として、取締役会が開催されたときに開催する。ただし、必要ある

ときは随時開催することができる。 

 

（招集権者） 

第７条 

１．監査役協議会は、議長が招集し運営する。 

２．各監査役は、議長に対し監査役協議会を招集するよう請求することができる。 

３．前項の請求にもかかわらず、議長が監査役協議会を招集しない場合は、その請求をした

監査役は、自らこれを招集し運営することができる。 

 

（招集手続） 

第８条 

１．監査役協議会を招集するには、監査役協議会の日の３日前までに、各監査役に対してそ

の通知（文書、電子メール、口頭を問わない）を発する。 

２．監査役協議会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催す

ることができる。 

 

（決議の方法および効果） 

第９条 

１．監査役協議会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 

２．決議にあたっては、十分な資料に基づき審議しなければならない。 

３．本規定に基づく監査役協議会の決議は、会社法に基づく「監査役の過半数の同意」とし

て取扱う。 

 



（監査の方針等の決議） 

第 1０条 

１．各監査役共同の監査の方針、監査計画及び監査の方法、並びに、各監査役間の監査業務

の分担等は、監査役協議会において決議をもって策定する。 

２．前項に定めるほか、監査役協議会は、監査費用の予算など監査役がその職務を遂行する

うえで必要と認めた事項について決議する。 

３．監査役協議会は、次に掲げる体制の内容について決議し、当該体制を整備するよう取締

役に対して要請することができる。 

一 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 

二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

三 第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

四 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制 

 イ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 

 ロ 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役

に報告をするための体制 

五 前号の報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制 

六 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

七 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

 

（代表取締役との定期的会合等） 

第１１条 

１．監査役協議会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監

査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断され

る要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めるものとする。 

２．監査役協議会は、代表取締役及び取締役会に対して、監査方針及び監査計画並びに監査

の実施状況及び結果について適宜説明する。 

３．監査役協議会は、監査役に対する報告に関して法律に定める事項のほか、前条第３項第

４号に定める体制に基づき、取締役及び使用人が監査役協議会に報告すべき事項を取締

役と協議して定め、その報告を受けるものとする。 

 

（取締役会等における意見の表明） 

第１２条 

１．監査役協議会は、監査役全員の合意により、取締役会その他重要な会議等において、必

要と認める助言、指摘、勧告等の意見の表明を監査役協議会として行うことができる。但



し、各監査役が個別に意見の表明を行うことを妨げない。 

 

（監査役協議会に対する報告） 

第１３条 

１．監査役は、自らの職務の執行の状況を監査役協議会に定期かつ随時に報告するとともに、

監査役協議会の求めがあるときはいつでも報告しなければならない。 

２．取締役、内部監査部門等の使用人その他の者から報告を受けた監査役は、これを監査役

協議会に報告しなければならない。 

３．監査役協議会は、必要に応じて、取締役、内部監査部門等の使用人その他の者に対して

報告を求める。 

４．前３項に関して、取締役又は内部監査部門等の使用人その他の者が監査役の全員に対し

て監査役協議会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役協議会へ報告す

ることを要しない。 

 

（報告に対する措置） 

第１４条 

監査役協議会は、次に掲げる報告を受けた場合には、必要な調査を行い、状況に応じ適切

な措置を講じる。 

 一 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の取締役からの報告 

 二 取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

があることを発見した旨の会計監査人からの報告 

 三 あらかじめ取締役と協議して定めた事項についての取締役又は使用人からの報告 

 

（監査報告の作成） 

第１５条 

１．各監査役は、監査役監査報告を作成し、監査役協議会に提出する。 

２．監査役は、監査役協議会において、各監査役の監査意見および監査報告の内容について

説明を受け、相互に意見交換する。 

３．前２項の規定は、会社が臨時計算書類又は連結計算書類を作成する場合には、これを準

用する。 

４．株主に提供する監査役監査報告は各監査役の監査報告とする。但し、各監査役の監査報

告の内容（監査報告を作成した日を除く）が同一であるときは、監査役協議会における全

員一致の合意により、各監査役の監査報告を一つに纏めた監査役連名による監査報告を

作成のうえ、株主に提供することができる。 

 

  



（監査役の選任に関する同意等） 

第１６条 

１．監査役の選任に関する次の事項については、監査役協議会の決議によって行う。 

一 監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することに対する同意 

二 監査役の選任を株主総会の会議の目的とすることの請求 

三 監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することの請求 

２．補欠の監査役の選任についても、前項に準じる。 

 

 

（取締役の責任の一部免除に関する同意） 

第１７条 

１．次に掲げる監査役の全員の同意は、監査役協議会における協議を経て行うことができ

る。 

一 取締役の責任の一部免除に関する議案を株主総会に提出することに対する同意 

二 取締役会決議によって取締役の責任の一部免除をすることができる旨の定款変更に

関する議案を株主総会に提出することに対する同意 

三 定款の規定に基づき取締役の責任の一部免除に関する議案を取締役会に提出するこ

とに対する同意 

四 非業務執行取締役との間で責任の一部免除の契約をすることができる旨の定款変更

に関する議案を株主総会に提出することに対する同意 

２．前項の同意は、緊急の必要がある場合には、書面又は電磁的記録により行うことができ

る。 

 

（補助参加の同意） 

第１８条 

１．株主代表訴訟において会社が被告取締役側へ補助参加することに対する監査役の全員

の同意は、監査役協議会における協議を経て行うことができる。 

２．前項の同意は、緊急の必要がある場合には、書面又は電磁的記録により行うことができ

る。 

 

（監査役の権限行使に関する協議） 

第１９条 

監査役は、次の事項に関する権限を行使する場合又は義務を履行する場合には、事前に監

査役協議会において協議をすることができる。 

一 株主より株主総会前に通知された監査役に対する質問についての説明 

二 取締役会に対する報告及び取締役会の招集請求等 

三 株主総会提出の議案及び書類その他のものに関する調査結果 



四 取締役による会社の目的の範囲外の行為その他法令又は定款違反行為に対する差止

め請求 

五 監査役の選任、解任、辞任及び報酬等に関する株主総会での意見陳述 

六 支配権の異動を伴う募集株式の発行等が行われる際に株主に対して通知しなければ

ならない監査役の意見表明 

七 会社と取締役間の訴訟に関する事項 

八 その他訴訟提起等に関する事項 

 

 

（報酬等に関する協議） 

第２０条 

監査役の報酬等の協議については、監査役の全員の同意がある場合には、監査役協議会に

おいて行うことができる。 

 

（議事録） 

第２１条 

１．監査役協議会は、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成し、出席した監査役がこれ

に署名又は記名押印（電子署名を含む）する。 

 一 開催の日時及び場所（当該場所に存しない監査役、取締役が監査役協議会に出席した

場合における当該出席の方法を含む） 

 二 議事の経過の要領及びその結果 

 三 次に掲げる事項につき監査役協議会において述べられた意見又は発言があるときは、

その意見又は発言の内容の概要 

イ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した旨の取締役からの報告 

 四 監査役協議会に出席した取締役の氏名又は名称 

 五 監査役協議会の議長の氏名 

２．第 13 条第４項の規定により監査役協議会への報告を要しないものとされた場合には、

次の各号に掲げる事項を内容とする議事録を作成する。 

 一 監査役協議会への報告を要しないものとされた事項の内容 

 二 監査役協議会への報告を要しないものとされた日 

 三 議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名 

３．会社は、前２項の議事録を 10年間本店に備え置く。 

 

（監査役監査基準等） 

第２２条 

監査役の監査に関する事項については、法令又は定款若しくは本監査役協議会規則に定

める事項のほか、監査役協議会において定める「監査役監査基準」による。 



 

（本規則の改廃） 

第２３条 

本規則の改廃は監査役協議会が行う。 

 

（附則） 

本規則は、２０２０年１０月７日より実施する。 

 

以 上 



 

 

 

 

 

 

 

 

関連当事者管理規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トラストバンク 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本規程は、株式会社トラストバンク（以下、「当会社」という。）において、関連当事者と

の取引を行う場合に遵守すべき基準および手続きを定め、当該取引を適切に牽制すること

を目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 関連当事者とは、財務諸表等規則第８条第 17項の規定を踏まえ、次に掲げる会社および人

物をいう。 

① 当会社の親会社 

② 当会社の子会社 

③ 当会社と同一の親会社をもつ会社等（会社、指定法人、組合その他これらに準じる事

業体をいう。） 

④ 当会社のその他の関係会社ならびに当該その他の関係会社の親会社および子会社 

⑤ 当会社の関連会社および当該関連会社の子会社 

⑥ 当会社の主要株主およびその近親者（二親等内の親族をいう。） 

⑦ 当会社および当会社の重要な子会社の役員およびその近親者 

⑧ 当会社の親会社の役員およびその近親者 

⑨ その他会社の意思決定に実質的な影響を与えうる者 

⑩ 上記⑥～⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等お

よび当該会社等の子会社 

⑪ 当会社の従業員のための企業年金（当社と重要な取引を行う場合に限る） 

２．子会社とは、財務諸表等規則第８条第３項および第４項で規定される当会社の子会社をい

う。 

３．本規程でいう役員とは、取締役、監査役、執行役員、ならびにその他事業運営に強い影響を

及ぼす者をいう。 

４．当会社の重要な子会社、およびその他事業運営に強い影響を及ぼす者、ならびにその他会

社の意思決定に実質的な影響を与えうる者に該当するか否かの判断は、管理担当部署長が

これを行う。 

５．チェンジグループとは、当会社と当会社の子会社を含む企業集団をいう。 

 

（基本的な考え） 

第３条 関連当事者との取引は、当会社と特別な関係を有する相手との取引であるため、本来不要

な取引を強要されたり取引条件が歪められたりする懸念があり、当会社にとって注意する

必要が高い取引であることから、当該取引を適切に牽制する必要がある。 

 

 

 



 

 

第２章 関連当事者リスト 

 

（関連当事者リストの作成） 

第４条 管理担当部署長は、毎事業年度毎に、第２条に掲げた①～⑪に該当する者のリスト（以下、

「関連当事者リスト」という。）を作成しなければならない。 

２．「関連当事者リスト」は、株式会社チェンジの管理担当部署長と連携してこれを作成するも

のとする。 

３．「関連当事者リスト」は、定時株主総会終了後速やかに作成し、当会社および関係会社の役

員ならびに主要株主に異動があった場合には、その都度当該異動に伴う修正を行うものと

する。 

４．当会社の役員は、近親者の異動があった場合には、その旨を速やかに管理担当部署長に報

告しなければならない。 

５．当会社の役員は、自らおよびその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有して

いる会社等および当該会社等の子会社の異動があった場合には、その旨を速やかに管理担

当部署長に報告しなければならない。 

６．当会社の役員は、「関連当事者リスト」の作成または修正することを目的とした調査依頼が

管理担当部署長からあった場合には、その指示に従わなければならない。 

７．「関連当事者リスト」に含まれる個人情報は、個人情報保護規程にしたがい、漏洩を防止

し、適切に管理しなければならない。 

 

第３章 関連当事者取引の管理 

 

（関連当事者取引の事前把握） 

第５条 当会社が新たに取引を行う場合、取引担当者は、取引開始前に取引相手が関連当事者に該

当しないかどうかについて管理担当部署に照会しなければならない。当該取引は、物品の

販売・仕入、役務の提供・受領、動産・不動産の貸借取引、資金貸借取引、債務保証・被保

証、担保提供・受入、顧問契約等あらゆる取引を含み、有償・無償の別を問わない。 

 

（関連当事者取引の承認） 

第６条 前条の照会の結果、関連当事者と新たに取引を行う場合には、個別の取引ごとに、職務権

限表に従い株式会社チェンジの管理担当部署長と事前に協議をした後に、取締役会規程に

従い、取締役会の承認を得なければならない。 

２．ただし、チェンジグループの会社間での関連当事者取引については、前項を適用しない。 

３．関連当事者が役員の近親者である場合、または、役員およびその近親者が議決権の過半数

を自己の計算において所有している会社等および当該会社等の子会社である場合には、当

該役員は、前項の取締役会に参加することができない。 

４．第１項の取締役会においては、取引の合理性（事業上の必要性）と取引条件の妥当性につい

て十分に検討しなければならない。また、議長は出席した独立役員および監査役に対し、

取引の合理性（事業上の必要性）と取引条件の妥当性について意見を求めなければならな



 

 

い。 

５．第１項の取締役会において関連当事者取引が承認された場合には、速やかに株式会社チェ

ンジの管理担当部署長にこれを報告しなければならない。 

６．取引開始後に取引条件を変更する場合には、本規程を準用する。 

 

（関連当事者取引継続の確認） 

第７条 管理担当部署長は、毎事業年度末時点で取引が継続している関連当事者取引について、そ

の取引継続の合理性（事業上の必要性）と取引条件の妥当性を新たな事業年度開始後最初

に開催する取締役会において報告しなければならない。また、議長は出席した独立役員お

よび監査役に対し、取引の合理性（事業上の必要性）と取引条件の妥当性について意見を

求めなければならない。 

２．前項の取締役会において関連当事者取引の継続が確認された場合には、速やかに株式会社

チェンジの管理担当部署長にこれを報告しなければならない。 

 

（当会社の関連当事者が１０％以上５０％以下の主要株主となる会社等および当該会社等の子会社

との取引の報告） 

第８条 当会社の関連当事者が１０％以上５０％以下の主要株主となる会社等および当該会社等の

子会社との取引は、関連当事者取引には該当しないものの、不要な取引を強要されたり取

引条件が歪められたりする懸念があり、当会社にとって注意する必要が高い取引であるこ

とから、当該取引を適切に牽制するため、かかる取引を行う場合は取締役会への報告を行

うものとする。 

 

第４章 運用 

 

（内部通報） 

第９条 社員等（役員、従業員、その他当会社の業務に従事するすべての者をいう。）は、以下の各

号に定める場合、所定の内部通報窓口へ通報することができる。 

① 本規程違反行為を認知または見聞きした場合 

② 上長または管理者が本規程違反行為等に関与しているおそれがある場合 

③ 通常の業務報告により本規則違反行為等の放置、隠ぺい等がなされる恐れがあるなど、

通常の業務報告では適切な対応がなされないと判断する場合 

 

（懲戒） 

第 10 条 当会社は、社員等が本規程に違反する行為を行った場合は、その行為者および管理者につ

いて、就業規則等社内規則に従い厳正な処分を行う。 

 

（施行日） 

第 11 条 本規程は、２０２１年４月１日から施行する。 

 



 

 

（所管および改廃） 

第 12 条 本規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 
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業務分掌規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トラストバンク 
 



（目的） 

第１条   この規程は、株式会社トラストバンク（以下、「当会社」という。）業務の合

理的な運用を図るための業務分掌を規定する。 

２   この規程に定める各部署が分掌業務を遂行するにあたり、別に「職務権限規程」

の定めがある場合には、それに基づき行うものとする。 

 

（共通業務の記述の省略） 

第２条   次の共通業務は、各部署の必須事項とするが、業務分掌には記述を省略するこ

とができる。   

（１）各部署の業務計画及び予算の立案、遂行、管理並びに報告 

（２）所属員の教育訓練 

（３）職場及び所属員の安全衛生管理 

（４）業務の改善及び成果の追及 

（５）業務の効率化及び経費節減の推進 

（６）特命事項 

 

（管理担当部署） 

第３条   管理担当部署（経営管理本部）は、次のとおり業務を分掌する。詳細は「管理担 

     当部署業務分掌」にて定める。 

≪中期経営計画に関する業務≫ 

≪年度事業予算に関する業務≫ 

≪組織、制度、業務の改善等に関する業務≫ 

≪人事・採用に関する業務≫ 

≪広報に関する業務≫ 

≪会計に関する業務≫ 

≪債権管理に関する業務≫ 

≪決算に関する業務≫ 

≪財務経理に関する業務≫ 

≪資金に関する業務≫ 

≪監査関係に関する業務≫ 

≪税務関係に関する業務≫ 

≪決算報告関係に関する業務≫ 

≪金融商品取引法関係に関する業務≫ 

 

 

≪総務に関する業務≫ 

≪庶務に関する業務≫ 

≪給与厚生に関する業務≫ 

≪法務に関する業務≫ 

≪システム関連業務≫ 

≪内部監査業務≫ 

 

（各事業部署） 

第４条   下記の事業本部の業務分掌は別途「事業本部業務分掌」にて定める 

1 ふるさとチョイス事業本部 

2 イノベーション事業本部 

3 パブリテック事業本部 

4 エネルギー事業本部 



 

（規程の所管及び改廃） 

第５条   この規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 
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改訂履歴表

版数 年月日 改訂内容 作成者 承認者

初版 2014/2/1 制定

第2版 2014/11/1 文書審査対応の為

第3版 2015/1/20 現地審査対応の為

第4版 2016/4/1 マイナンバー対応の為

第5版 2017/8/1 現地審査対応の為

第6版 2019/3/12 リスク分析を行った結果、新たな対策を追記

第7版 2019/7/1
システム、サービスの

最低限の割り当てについて規定
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個人情報保護マネジメントシステムを構築し、運用、改善を行うために管理体制を設けて、その推進と

徹底を行うとともに、顧客・従業員の個人情報の取扱いに関する具体的な手順を定める。

①機密情報や個人情報が保管されているすべての場所を含む物理的に区切られている区画全体を管

理対象の事務所とし、事務所レイアウトにて明確にする。

②特定個人情報等の管理区域及び取扱区域を明確にし、それぞれの区域に対し措置を講じる。

(ア)管理区域

入退室管理及び管理区域へ持ち込む機器及び電子媒体等の制限を行うものとする。

(イ)取扱区域

可能な限り壁又は間仕切り等の設置や、事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所への座席配

置や、後ろから覗き見される可能性がない場所へ座席配置等をする。

③事務所への来訪に関しては事前に共有カレンダーに入力し、訪問時に受付で身元を確認の上、入室

を許可する。また、来訪予定のなかった訪問者に対しては、受付で身元および用件を確認する。入室を

許可した場合は、速やかに共有カレンダーに入力する。

④従業員は、事務所内に不審者を発見した場合、速やかに該当不審者の身元を確認する。身元を確

認できない場合は、不審者の持ち込み物品および持ち出し物品を確認の上、速やかに該当不審者を

施設から退館させなければならない｡

⑤施設の出入り口の解錠・施錠の時間および解錠者・施錠者の氏名を「退室記録兼退室時チェックリス

ト(従業員用)」に記録しなければならない｡また、個人情報保護管理者が月末に運用状況を承認する。

⑥離席時には個人情報を含む書類・媒体・携帯可能な端末機器等や個人情報を取り扱う情報システム

のマニュアル等を机上に放置しないようにする。

⑦情報への許可されないアクセスを防止するため、必要最小限のアクセスレベル（読み取り、書き込
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み、登録、削除）の割り当てをシステム管理者が行う。なお、システム管理者とは経営者より任命された

情報セキュリティ業務に従事する1名とする。

関連様式：「退室記録兼退室時チェックリスト(従業員用)」

個人情報を取得する場合、「個人情報マネジメントマニュアル3.4.2.4 本人から直接書面によって取得す

る場合の措置」及び「個人情報マネジメントマニュアル3.4.2.5 個人情報を3.4.2.4以外の方法によって取

得した場合の措置」により取得する。

①手渡し・・・紛失に留意して移動する。また、いつ、誰が、どのような個人情報を授受したか、「個人情

報授受記録」により受け渡しの記録を残す。

②ＦＡＸにて取得する場合・・・担当者が確実に受ける。担当者以外の者が受け取った場合は、その該

当する部署の部門責任者に手渡しをする。

③E-mailにて個人情報を含むデータを取得する場合は必ずパスワードを設定してもらう。

④郵送にて取得する場合・・・確実に届く方法を依頼する。郵便箱を施錠し、また、定期的に回収する。

⑤宅配便にて取得する場合は、宅配伝票を保管する

⑥ＷＥＢフォームから個人情報を入力させる際、暗号化（SSL等）の措置をとる。

⑦正確性の確保のため、入力・修正後、当該部分を原本と比較し、正しく入力・修正されていることを複

数回チェックすること。

⑧サーバ間移動、クラウドサービス、ストレージサービス等のオンラインで取得する場合は、暗号化され

たネットワーク上で行い、ファイルのやり取りについては必ずパスワードを設定またはアクセス制限を設

定してもらう。

⑨WEB上のシステムにて入力及び管理を行う場合は、個人情報保護マネジメントマニュアル「A3.4.3.4

委託先の監督」に従い、個人情報保護管理者の承認を受けたシステムを利用し、また、ID・パスワード

等でアクセス制限を行う。

関連様式：「個人情報授受記録」
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①作業用端末は、ID・パスワードを設定し、取扱作業者を識別できるようにする。

②個人情報の複製は、業務上必要な場合に限り必要な数のみとする。

③書類、記憶媒体等利用終了後は、速やかに鍵付キャビネットに施錠保管する。

④利用目的の終了したプリントアウトした紙（複写）については速やかに破棄する。

⑤安易な改変や、誤操作による上書き、削除等を行わないようにPCの取扱いに留意する。

①個人情報をPC、DVD、CD-R等に保管する場合は、電子ファイルにパスワード設定する。

②紙書類やメディア等の個人情報は、鍵付キャビネット等施錠して保管し、鍵管理は部門責任者とす

る。

③サーバーに保存する場合は、ファイルに暗号化を行う。

④個人情報の保存期間は、個人情報保護管理者が決定し、「個人情報ライフサイクル調査シート」に記

載する。ただし、保存期間の設定については、その個人情報に係る業務責任者の意見を聞かなければ

ならない。

⑤個人情報データのバックアップルールについては以下とする。

１．サーバ内データ

１）バックアップ場所：別サーバ

２）バックアップ方式：完全バックアップ（自動）

３）バックアップ時期：①日次 ②月次

４）バックアップデータ保存期間：①日次：1日 ②月次：3年

２．クライアントPCなどに保管されているデータ

１）バックアップ場所：Googleドライブ

２）バックアップ方式：差分バックアップ（自動）

３）バックアップ時期：同時

4

【文書05】



４）バックアップデータ保存期間：3年

①個人情報を移送する場合は、紛失に留意して移動する。

②FAXで送信する際は、送信前に宛先FAX番号に誤りがないかを、再度確認する。FAX送信後は、FAX

機への書類の置き忘れに留意すると共に、送信先へ到着確認をする。また、FAX受信について定期的

に確認し担当者は速やかに受領者に渡す。

③電子メール利用についてはSMTPS設定を行い、送受信を暗号化する。

④電子メールで送信する際は、送信前に宛先アドレスに誤りがないかを、再度確認する。

⑤宅配便等を利用する場合、配送前に宛先に誤りがないか、再度確認し、配送後に到着確認をする。

また、運送記録をとる。

⑥個人情報の授受について委託元へ外部記録媒体などでデータを納品する場合は、移送時における

個人情報の漏えいを防ぐため、データに必ずパスワードを設定しなければならない。

⑦担当者は郵送、宅急便やFAXなどで個人情報の授受を行う際に、「個人情報授受記録」に、必要事

項を記入する。また、メールの添付ファイルにて個人情報の授受を行う際は、必ず受け取り確認のメー

ルを委託先より送ってもらい、そのメールを所定の場所に１ヶ月間保管する。

⑧担当者は、使用後は速やかに「個人情報授受記録」を鍵付きのキャビネットに１ヶ月間保管しなけれ

ばならない。

⑨個人情報保護管理者は、月末に「個人情報授受記録」及び受け取り確認のメールを確認し、個人情

報の授受に問題や漏れがないか確認しなければならない。

⑩ストレージサービス、サーバへデータ移管・送信を行う場合は暗号化されたネットワーク上で行わなけ

ればならない。またデータにパスワードを設定またはアクセス制限を設定する。

⑪クラウドサービス上で直接やり取りする、またはデータベースに直接連動させる場合は、暗号化され

たネットワーク上で行い、アクセス制限を設定する。

関連様式：「個人情報授受記録」
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①紙書類の個人情報は判読不能な状態にして廃棄し、裏紙として使用しない。

②外付けHDD、USBメモリ、DVD、CD-R等の個人情報は、物理的な破壊を行ったうえで廃棄する。

③個人情報を廃棄する際は、廃棄確認を行うため廃棄業者から廃棄証明書をもらう。

④個人情報を保存した端末機器等をリース会社に返却する場合、データの完全な消去を依頼する。

①ユーザーＩＤ、パスワード設定をする。パスワードについては、「9.0パスワードに関するルール」に準ず

る。

②他人のアカウントの利用は禁止する。

③離席時にはパスワード付スクリーンセイバー（１０分）を設定しなければならない。

④担当者ＰＣに個人情報を保存している場合は、そのPCにアクセス制御を設定する。

⑤サーババックアップは、自動的に実施する。

⑥WindowsUpdateの自動更新の設定を行う。

⑦「8.0コンピュータウィルス（以下、「ウィルス」という）対策に関するルール」を実行する。

⑧PCは退社時に電源を切る

⑨社内ネットワークへ私的な機器・ＰＣを接続してはならない。

⑩業務上必要であると会社が判断したソフトウェアについては部門責任者の許可を得て使用する。

⑪私的なソフトウェアを社内ＰＣや情報機器に導入してはならない。使用する場合は部門責任者の許可

を得て使用する。

⑫会社から貸与されるノートＰＣの社外持ち出しは、個人情報保護管理者が許可した場合を除き禁止

する。

⑬個人所有のノートＰＣは原則として社内への持込を禁止する。

⑭サーバのアクセスログは毎日取得し、少なくとも１ヶ月に１回点検を行う。尚、アクセスログの保存期

間は3年とする
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⑮機器・装置等についての盗難、破壊、破損、漏水、火災、停電、地震等に備え、安全な場所に設置す

る等の措置を講ずる。

⑯携帯端末（ノートPC、タブレットPC）については、盗難防止としてワイヤーロックにて固定する。

⑯無線LANを利用する際は、WPA2方式による暗号化を行う。

⑰ファイル共有ソフトウェアはインストールしてはならない。また、全ての端末にファイル共有ソフトウェア

がインストールされていないかを内部監査（部門監査）時に確認を行う。

①ウィルス対策ソフトをインストールし、感染を防止する。

②ウィルス対策ソフトは、常時起動させなければならない。

③ウィルス感染を早期に発見するため、常にワクチンを最新の状態にアップデートする。

④外部より入手したファイルおよび記録媒体は、ウィルス検査後に利用しなければならない｡

⑤部門責任者の許可がない、または出所不明のソフトウェアは利用してはならない｡

⑥事後対応

１．ウィルスに感染した場合は、感染したシステムの使用を中止し、個人情報保護管理者に連絡して、

指示に従わなければならない｡

２．ウィルス被害の拡大防止するため、システム復旧は個人情報保護管理者の指示に従わなければな

らない｡

３．ウィルス被害の拡大を防止するため、感染したプログラムを含むフロッピーディスク等は破棄または

初期化しなければならない｡

①パスワード管理者（以下「管理者」）は、個人情報保護管理者とし、パスワード管理を行う。

②管理者は不正な閲覧・利用・漏えいを防止するためにパスワードを設定して管理者のみが閲覧でき

る状態で管理する。

③対象者は会社より許可を受けて使用する者とする。
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④付与

１．クライアントパソコン（以下、「パソコン」という）

１）従業員のパソコンの使用を許可した場合に管理者が付与する。

２）ユーザーID・パスワードは管理者が付与する。

３）パスワードは最低４桁の英数の組み合わせとする。

⑤変更

１．定期：少なくとも６ヶ月に１回、変更をする。

２．随時：以下の場合、部門責任者は速やかにユーザーID・パスワードの変更を行うこと｡

１）パソコン使用者より、申し出があった場合

２）パソコン使用者以外にユーザーID・パスワードが知られてしまったとわかったとき

⑥廃止：以下の場合、管理者は速やかにユーザーＩＤ・パスワードを廃止すること｡

１．パソコン使用者が退職した場合

２．パソコン使用者がパソコンを使用する必要がなくなったとき

①パスワード管理者（以下「管理者」）は、個人情報保護管理者とし、パスワード管理を行う。

②設定

１）パスワードは管理者が設定する。

２）パスワードは最低8桁以上の英数の組み合わせとする。

③変更

１．定期：少なくとも１ヶ月に１回、変更をする。

２．随時：以下の場合、管理者は速やかにパスワードの変更を行うこと｡

１）サーバへの不正アクセスがあったことがわかったとき

２）サーバアクセス許可者以外にパスワードが知られてしまったとわかったとき
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1 貸与携帯・スマートフォンの場合

(1) 貸与対象者には、会社から貸与する。

(2) 貸与台数は原則一人一台とする。

2 私用携帯を業務に利用する場合においては下記の⑤⑥⑦、私用スマートフォンを業務に利用する

場合においては下記の⑤⑥⑦⑧⑨を適用とする。

3 携帯電話・スマートフォンは業務上の連絡に用いるものとし、それ以外の用途での使用は認め

ない。

4 業務関連以外（私用関係）の人に携帯電話・スマートフォンの電話番号を教えない。

5 ナンバーロックを設定する。

6 持ち運びの際は、紛失・盗難されることのないよう管理する。

7 スマートフォンOS・アプリについては最新の状態に更新しなければならない。

8 アンドロイドOSを利用しているスマートフォンについてはウイルスソフトを導入する。

9 盗難、紛失、破損時の取扱

(1) 携帯電話・スマートフォンを盗難、紛失した場合は「個人情報保護マネジメントマニュアル3.3.7 緊急

事態への準備」に基づき対応する。

(2) 破損した場合は、個人情報保護管理者に経緯報告をするとともにその指示に従う。

10 返却：以下の場合、速やかに返却の手続きを行うこと。

(1) 貸与された社員が退職となった場合

(2) 業務上、不用となった場合
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第 1章 総   則 

 

（目的） 

第１条  この規程は、株式会社トラストバンク（以下、「当会社」という。）の業務遂行

を伴う諸取引を正確かつ迅速に処理し、財政状態及び経営成績に関し、真実か

つ正確な報告を提供するとともに、経営活動の計数的把握を通じて、経営活動

の効率的運営を推進することを目的とする。 

 

（適用） 

第２条   当会社の財務経理事務の処理は、すべてこの規程の定めるところによる。ただ

し、会計処理についてこの規程に定めない場合には、「企業会計原則」その他

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って行なう。 

 

（財務経理事務の範囲） 

第３条  この規程は、次に掲げる財務経理関係事項について適用する。 

（１）会計帳簿及び帳票に関する事項 

（２）金銭出納に関する事項 

（３）資金の調達及び運用に関する事項 

（４）固定資産の経理に関する事項 

（５）販売業務の経理に関する事項 

（６）購買業務の経理に関する事項 

（７）債権・債務の計上に関する事項 

（８）決算に関する事項 

（９）税務会計に関する事項 

 

（会計年度） 

第４条   当会社の会計年度は、定款に定める事業年度に従い、毎年 10月１日より翌年９

月 30日までとし、10月１日より３月 31日までを上半期、４月１日より９月 30

日までを下半期とする。 

    ２ 前項の会計期間を、さらに次の会計期間に区分する。 

（１）第１四半期 10月１日より 12月 31日まで 

（２）第２四半期 １月１日より３月 31日まで 

（３）第３四半期 ４月１日より６月 30日まで 

（４）第４四半期 ７月１日より９月 30日まで 

 

（会計単位） 

第５条   当会社の財務経理は、統一会計とする。 

 

（事業部別損益計算） 

第６条 当会社の損益計算は、全社の損益計算のほか、必要に応じて事業部別の損益計

算を行なう。 

 

（担当部門） 

第７条  財務経理事務は管理担当部門が行なう。 

 

（財務経理統括責任者） 

第８条  財務経理統括責任者は、管理担当部門長とする。 
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（財務事務担当者及び経理事務担当者） 

第９条  財務事務及び経理事務は、管理担当部門所属の部員が遂行する。財務事務担当者

及び経理事務担当者は、職制に基づいて定める。必要に応じて財務事務及び経

理事務を社外に委託することができるが、その判断・承認は管理担当部門長が

行いその責任は管理担当部門長にあるものとする。 

    ２ 財務事務担当者及び経理事務担当者は、財務経理統括責任者の指示のもとに、

この規程の定めるところに従い、財務事務及び経理事務を遂行する。 

 

（機密保持） 

第 10条 財務事務担当者及び経理事務担当者は財務経理事務を通じて知り得た当会社の

機密に関する事項を、代表取締役の許可なくして漏らしてはならない。 

  ２  財務事務又は経理事務を社外に委託する場合は、当会社の機密に関する事項に関

する機密保持契約を委託先と締結しなければならない。   

 

第２章 会計帳簿及び帳票 

 

（原則） 

第 11条 当会社の財産、損益及び純資産に影響を及ぼす取引（以下、「取引」とい

う。）は、全て適正な勘定科目に仕訳し、整然かつ明瞭に帳簿及び伝票に記

録、整理しなければならない。 

 

（勘定科目） 

第 12条 当会社の勘定科目及びその配列は別に定める「勘定科目取扱要領」による。 

    ２ 勘定科目の設定及び改廃は、財務経理統括責任者の決定により行なうものとす

る。 

 

（会計記録） 

第 13条 会計記録は、その発行が正当であり、計算が適正であることを立証するに足る

証憑を添付しなければならない。 

    ２ 会計記録は証憑書類とともに財務経理統括責任者又は財務経理統括責任者の指

定する者の承認を得ることを要する。 

    ３ 会計記録は、原則として、日付、勘定科目名、関連部門、金額を明瞭にし、か

つ取引内容を簡潔明瞭に記載しなければならない。 

 

（証憑） 

第 14条 証憑とは、相手方作成の領収書、請求書、検収票、納品書、送り状その他相手

方との契約書、覚書、参考書類など、会計記録の正当性を立証する書類をい

う。 

 

（会計帳簿） 

第 15条 当会社の会計帳簿は次のとおりとする。 

（１）総勘定元帳 

（２）補助元帳 

（３）残高試算表 

 

（会計帳簿の締切り） 

第16条 会計帳簿は、毎月末に締切りを行い、残高がある場合は、繰越の手続きを行な

う。 
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    ２ 会計帳簿締切り後に会計記録を削除ないし修正することは原則として認められ

ない。やむを得ず削除ないし修正する場合は、財務経理統括責任者の承認を要

する。ただし部門、補助科目、消費税区分等、月次決算に重大な影響のない管

理上の分類を、必要に応じて修正することは差し支えない。 

 

 

（総勘定元帳） 

第 17条 総勘定元帳は、会計記録の金額を勘定科目別に記帳する。 

 

（補助元帳） 

第 18条 補助元帳は、必要に応じ勘定科目ごとにこれを設け、仕訳伝票及び総勘定元帳

と有機的関連を保持して作成する。 

 

（残高試算表） 

第 19条 残高試算表は期首から各月末までの資産、負債、純資産及び損益の残高試算表

とし、原則として翌月 30日までに作成する。 

 

（経理システム） 

第 20条 経理システムの選定は、関係所管の責任者が協議し、「業務分掌規程」及び

「職務権限規程」に規定された者の承認を得て決定することができる。 

 

（帳簿、書類等の保存及び処分） 

第 21条 帳簿、書類等の保存及び処分については、「文書保管管理規程」の定めるとこ

ろによる。 

 

（消費税等の会計処理） 

第 22条 消費税等の会計処理は税抜方式で行なう。 

 

第３章 金銭出納 

 

（範囲） 

第 23条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。 

    ２ 現金とは、通貨のほか、小切手、郵便為替証書、振替貯金証書等の通貨代用証

券をいう。 

    ３ 手形、有価証券及び期限の到来した債券の利札その他金銭と同一の価値をもつ

ものは金銭に準じて取り扱う。 

 

（出納担当部門） 

第 24条 業務分掌規程の定めに従い、金銭の出納は管理担当部門がこの責任を負う。 

 

（出納責任者） 

第 25条 金銭の出納責任者は、財務経理統括責任者とする。 

 

（出納担当者） 

第 26条 管理部の出納担当者は、財務経理統括責任者が財務事務担当者の中からこれを

定める。必要に応じて出納事務を社外に委託することができるが、その責任は

管理部にあるものとする。 

２ 出納担当者は、会計記録の検証、作成等を行なう経理事務担当者と原則として
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区分することを要し、両者を兼任することはできない。    

３   出納担当者は、財務経理統括責任者が特に定めるものを除き、原則として会計記

録を作成することはできない。 

４   出納担当者が不在などやむを得ない事情がある場合、財務経理統括責任者が出納

担当者を兼任することとする。 

 

（間接入金） 

第 27条 金銭の出納は、出納担当者が行なうこととし、出納担当者以外の者が金銭を受

領した場合には、すみやかにこれを出納担当者に引渡さなければならない。 

 

（領収書） 

第 28条 領収書の発行及び控えの保存は、次のとおりとする。 

（１）金銭を収納した場合には、領収書を作成して交付しなければならない。

ただし、銀行振込による収納は領収書の発行を省略することができ

る。 

（２）金銭収納前に領収書を発行する必要がある場合は、財務経理統括責任者

の承認を得て、これを行なう。 

（３）領収書は、当社の定める様式による。 

 

（収納） 

第 29条 収納した金銭は、すみやかに銀行口座へ入金させるものとする。 

    ２ 金銭の収納に用いる口座は、管理担当部門が管理するものとし、管理担当部門

以外の事業部での管理は認められない。 

 

（支払基準） 

第 30条 商品、物品及び用役、サービス等の支払いは、契約書等で定められた支払条件

によるものとする。 

    ２ 契約書等で定められた支払条件がない場合、当会社の支払いは原則として月末

締め翌月末日払いとし、その旨、取引先の理解を得るものとする。 

 

（支払の依頼） 

第 31条 金銭の支払いに際しては、各業務担当者は、請求その他取引を証する証憑に基

づいて、「振込依頼書」を作成し、「職務権限規程」に規定された者の承認を

得て、管理部に支払いを依頼するものとする。 

 

（出金） 

第 32条 金銭の支払いに際しては、出納担当者は、以下の事項を確かめることにより

「振込依頼書」を検証し、受領者が正当な受領者であることを確認したのち、

出納責任者の承認を得て、支払いを行なわなければならない。 

（１）支払先が発行する請求書及び取引を立証する証憑書類に基づいて、「振

込依頼書」が作成されていること 

（２）「振込依頼書」は、「職務権限規程」に規定された者の承認を得ている

こと 

（３）商品、物品及び用役、サービス等の支払いは、予め定められた取引条件

によるものであること 

 

（前渡及び仮払の請求） 

第 33条 前渡又は仮払を必要とする取引については、「職務権限規程」に規定された者



6 

の承認を得たうえで管理部にその支払の請求を行なうことができる。 

    ２ 前項の場合、その払いを受けた者は支出の確定後、直ちに出納担当者にその精

算書と証憑書類を回付することを要する。 

 

（小切手の振出禁止） 

第 34条 小切手の振出は、これを行ってはならない。 

  

（手形の振出禁止） 

第 35条 手形の振出は、これを行なってはならない。 

 

（手形・小切手の収納） 

第 36条 各事業部で手形・小切手を収納した場合には、直ちに管理部に送付しなければ

ならない。 

    ２ 手形・小切手の取立ては、特段の事由ある場合を除き、すみやかに管理部が行

なう。 

 

（領収書の取得） 

第 37条 支払いに対しては、必ず支払先から適正な領収書を取得しなければならない。 

    ２ 銀行振込による場合には、取扱銀行の預金通帳の入出金データをもって、これ

に代えることができる。 

 

（書き損じ又は取消） 

第 38条 書き損じ又は取消の領収書が発生した場合には、再使用が不可能となる処理を

して保管しなければならない。 

 

（残高照会） 

第 39条 出納担当者は、預金取引について毎月末、預入先の記録と照合し、必要ある場

合は預金残高調整表を作成して、財務経理統括責任者の査閲を受けなければな

らない。 

    ２ 決算期末には、預入先より預金残高証明書の交付を受けなければならない。 

 

（小口現金） 

第 40条 出納責任者は、日々の小口支払（経費、仮払等）にあてるため、小口現金をお

くことができる。 

    ２ 小口現金の設置部門は、管理担当部門とする。 

    ３ 小口現金の管理責任者は財務経理統括責任者とする。 

    ４ 小口現金の取扱は次のとおりとする。 

（１） 通常の必要額を勘案し、財務経理統括責任者が定める一定の限度内に

とどめるものとする｡ 

（２） 小口現金は、必要の都度精算を行い補給する｡ 

（３） 小口現金は、日々その残高と小口現金出納残高とを照合し、現金及び

帳簿残高を確認しなければならない。 

 

 

第４章 資金の調達及び運用 

 

（担当部門） 

第 41条 資金の調達及び運用は、経営計画に基づき円滑な経営活動を行なうため、管理
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部が行なうものとする。 

 

（資金計画） 

第 42条 財務経理統括責任者は、経営計画、中期経営計画に従って経営活動遂行に必要

な資金の収支を予測し、今後１年の資金計画を作成する。 

 

（金融機関との取引） 

第 43条 当座取引、普通預金、その他の金融機関との取引を開始又は廃止する場合は、

財務経理統括責任者が事前に「職務権限規程」に規定された者の承認を得て、

代表取締役名義をもってこれを行なう。 

 

（資金調達） 

第 44条 資金収支の必要上、金融機関からの借入、社債発行、増資等による資金調達を

行なう場合には、「職務権限規程」に規定された者の承認を得るものとする。

金融機関からの借入を行なう場合には、財務経理統括責任者は、借入の時期、

方法、借入先、金額、条件、担保等を借入先との折衝のうえ、「職務権限規

程」に規定された者の承認を得て決定し、代表取締役名をもって借入を行な

う。 

 

（担保） 

第 45条 社債発行、資金の借入、保証金の差入等のため、当会社財産を担保に供する場

合は、「職務権限規程」に規定された者の承認を得て財務経理統括責任者がこ

れを行なう。 

    ２ 金融機関及び取引先に対する債務及びそれに伴う差入担保物件は、次のとおり

管理部が残高の照会を行なう。 

（１）借入金 毎月末 

（２）差入担保（預金証書、手形、有価証券等）  毎月末 

（３）支払保証 毎月末 

    ３ 社債の償還、借入金の返済等により被担保債権が消滅したときは、すみやかに

担保の解除手続きを行なわなくてはならない。 

 

（投資、貸付、債務保証） 

第 46条 投資、貸付、債務保証は、「職務権限規程」に規定された者の承認を得て、代

表取締役名義をもって管理部においてのみこれを行なうことができる。 

    ２ 財務経理統括責任者は、投資、貸付、債務保証を行なった場合には、常に相手

方の財務状態及び事業成績を調査して、当会社の利益の確保に努めなければな

らない。 

 

第５章  固定資産 

 

（範囲） 

第 47条 この規程において固定資産とは、事業上継続して利用される有形、無形の資産

をいい、次のとおり分類する。ただし、耐用年数が１年未満又は取得価額が１

０万円未満の償却資産は、事業供用時に費用として処理する。 

（ １ ） 有 形 固 定 資 産 

建物、建物附属設備、構築物、機械装置、器具備品、車両運搬具、設

備造作、通信設備、土地、建設仮勘定等 

（ ２ ） 無 形 固 定 資 産 
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のれん、特許権、商標権、ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定、電話

加入権等 

 

（管理部門及び適用） 

第 48条 固定資産の管理については、「固定資産管理規程」の定めるところによる。 

２   固定資産の管理に伴い発生する経理事務処理はこの規程の定めるところによる。 

 

（固定資産台帳） 

第 49条 固定資産台帳は管理担当部門に備え付ける。 

 

（取得価額） 

第 50条  財務経理統括責任者は以下の原則に基づき、固定資産の取得価額を決定する。 

（ １ ） 購 入 に よ る 場 合 

購入代価に購入に直接要した額（付帯費用）の合計額とする。 

直接要した額とは、取引運賃、購入手数料等の購入付随費用をいう。 

（ ２ ） 中 古 品 を 下 取 に 供 し 同 時 に 新 品 を 購 入 す る 場 合 

中古品の処分時帳簿価額と下取価額との差額は、固定資産売却損益と

して処理し、新品購入額をその取得原価とする。 

（ ３ ） 交 換 に よ り 取 得 す る 場 合 

交換により譲受けた資産については、法人税法に基づく圧縮記帳を行

なう場合を除き、その適正な時価及びその資産を事業の用に供するた

めに直接要した額の合計額とする。 

（ ４ ） 贈 与 に よ り 取 得 す る 場 合 

贈与により取得した場合、譲受けた資産の適正な時価及びその資産を

事業の用に供するために直接要した額の合計額とする。 

（ ５ ） 自 家 製 作 に よ り 取 得 す る 場 合 

自家製作によるものは、製造原価の額をその取得原価とする。 

 

（帳簿価額） 

第 51条 固定資産台帳の帳簿価額は、その取得価額より減価償却累計額を控除した金額

とする。 

 

（修理・改良） 

第 52条 固定資産の修理及び改良に関する支出の会計処理は、次のとおりとする。 

（１）固定資産の耐用年数を延長せしめるか、あるいは価値を増加せしめる場

合は、それに対応する支出を当該固定資産の取得価額に加算する。 

（２）固定資産の現状を維持し、原能力を回復する費用は、修繕費として処理

する。 

   

（建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定） 

第 53条 固定資産の取得確定は、検収引渡をもって行なうが、これ以前に代金の支出が

なされる場合には、建設仮勘定又はソフトウェア仮勘定で処理する。 

    ２ 建設仮勘定又はソフトウェア仮勘定は、当該資産が事業の用に供する時期に速

やかに精算し、該当科目に振替えるものとする。 

 

（減価償却） 

第 54条 管理担当部門は、次項第２項から第５項までの原則に基づき固定資産の減価償

却を行い、固定資産台帳に反映させる。 
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２  減価償却は、固定資産の種類に従い、以下の方法により行なう。 

（１）有形固定資産 定率法。ただし建物（建物附属設備を除く）は定額

法 

（２）無形固定資産 定額法。ただし、ソフトウェアについては社内にお

ける見込利用期間に基づく定額法 

    ３ 減価償却の基準となる耐用年数及び償却率は、原則として耐用年数省令及び通

達等に基づくものとする。 

    ４ 期中に取得した固定資産については、その稼動開始した月から減価償却を行

い、期中に除売却した固定資産については当該月までの減価償却を行なう。 

    ５ 固定資産の残存価額は、税法の基準に則った処理に従うこととする。   ただ

し、無形固定資産についてはこれをゼロとする。 

 

（特別償却） 

第 55条 固定資産の特別償却については、租税特別措置法の定めによる。 

 

第６章 販売業務の経理 

 

（販売業務の管理） 

第 56条 販売業務に伴い発生する経理事務処理は、この規程の定めるところによる。 

 

（売上の計上基準） 

第 57条 売上は、取引先への商品製品の出荷・サービスの提供により確定し、出荷の時

点、サービスの提供期間をもって売上の計上を行なう。商品製品の出荷・サー

ビスの提供を証憑するために原則として検収書等入手するものとする。入手が

困難な場合は、商品製品の出荷・サービスの提供を事実・時点を記録する電子

メール・ファックス・納品メモ等を残すものとする。 

 

（計上、消滅の会計処理） 

第 58条 債権の計上及び消滅の会計処理は、財務経理統括責任者の承認を得て、経理事

務担当者が行なう。 

    ２ 前項の会計処理は、原則として債権が確定した日において、これを行なう。 

 

（売掛債権の管理） 

第 59条 確定した売掛金は、取引先別に記録し、入金確認後消し込み処理し、残高を明

確にしておかなければならない。 

 

（返品、値引、割戻） 

第 60条 売上確定後、返品・値引・割戻を行なう場合には、「職務権限規程」に規定さ

れた者の承認を得た後すみやかに売上取消・割引・割戻の会計処理を行なう。 

 

（相殺） 

第 61条 同一相手先に対し、債権・債務が併存するときは、相手先と協議のうえ、これ

を相殺することができる。この場合、原則として相手先と領収書等を交換する

ことを要する。 

 

 

（貸倒損失処理手続） 

第 62条 貸倒損失処理手続きは、「職務権限規程」に規定された者の承認を得て行な
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う。 

 

（貸倒引当金） 

第 63条 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別の回収可能性を検討して、回収不能見込額

を貸倒引当金として計上する。 

 

（外貨建債権、債務の換算） 

第 64条 外貨建金銭債権・債務は、期末時外国為替相場に基づき換算するものとする。 

 

第７章 購買業務の経理 

 

（購買の管理） 

第 65条 購買業務に伴い発生する経理事務処理は、この規程の定めるところによる。 

    ２ 工事、加工等の外注及び社内外の労務、役務に関して発生する経理事務処理は

前項に準じて行なう。 

 

（仕入の計上基準） 

第 66条 仕入は、取引先からの商品製品の入荷・サービスの受入により確定し、入荷の

時点、サービス受入期間をもって仕入の計上を行なう。商品製品の入荷・サー

ビスの受入を証憑するために原則として納品書等を入手するものとする。入手

が困難な場合は、商品製品の入荷・サービスの受入の事実・時点を記録する電

子メール・ファックス・納品メモ等を残すものとする。 

 

（買掛金の支払） 

第 67条 買掛金の支払いは、原則として全て財務経理統括責任者において行なう。 

 

（買掛債務の管理） 

第 68条 毎月確定した買掛金は、仕入先別に記録し、その支払いが行なわれる都度確実

に整理しなければならない。 

 

（返品・値引・割戻） 

第 69条 仕入確定後、返品・値引・割戻しが生じた場合には、すみやかに仕入戻し・値

引・割戻しの会計処理を行なう。 

 

第８章 債権・債務の計上 

 

（債権・債務の経理） 

第 70条 その他の債権・債務が発生した場合、経理事務担当者は財務経理統括責任者の

承認を受け、証憑に基づき債権・債務を計上しなければならない。 

 

第９章 決   算 

 

（目的） 

第 71条 決算は、一定期間の会計記録を整理し、当該期間の損益を計算するとともに当

該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。 

 

（種類） 
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第 72条 決算は、会計期間の区分に応じて、月次決算、四半期決算、期末決算に区分す

る。 

 

（責任） 

第 73条 決算統括責任者は、財務経理統括責任者とする。 

 

（月次決算） 

第 74条 月次決算は毎月の経営状態を明らかにし、四半期決算及び期末決算の準備を兼

ね、毎月末これを行い、原則として翌月の 30 日までに第 87 条（決算諸表）第

１項に定める書類を作成する。 

  ２ 決算統括責任者は、月次決算をとりまとめるとともに、これを分析検討し、財

政状態並びに経営成績について取締役会から指名があった場合には取締役会に

おいて報告するものとする。 

 

（四半期決算） 

第 75条 四半期決算は期末決算に準じて行なうものとする。 

 

（期末決算） 

第 76条 期末決算は次の順序によりこれを行なう。 

（１）決算期日までの一切の取引の記帳、整理 

（２）決算整理の実施 

① 棚卸資産の残高確定と評価の決定 

② 前払費用、未払費用、未収収益及び前受収益等の整理 

③ 減価償却額の決定 

④ その他の資産の評価とその整理 

⑤ 引当金、準備金の設定、整理、繰入、戻入 

⑥ 税効果会計の適用 

（３）総勘定元帳・残高試算表の作成 

（４）総勘定元帳及び補助元帳の締切 

（５）決算諸表の作成 

 

（引当金の計上基準） 

第 77条 貸倒引当金の計上基準は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

する。 

 

（決算諸表） 

第 78条 月次決算、四半期決算及び期末決算においては、以下の決算諸表を作成する。 

（１）月次決算 

ア）貸借対照表 

イ）損益計算書 

ウ）その他必要と認められる書類 

（２）四半期決算 

ア）貸借対照表 

イ）損益計算書 

ウ）その他法令等に定められた書類等 

（３）期末決算 

ア）貸借対照表 
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イ）損益計算書 

ウ）株主資本等変動計算書、個別注記表 

エ）会社法に基づく事業報告、計算書類及び附属明細書 

オ）その他法令等に定められた書類 

 

（決算報告） 

第 79条 財務経理統括責任者は、毎四半期及び毎期末の決算諸表を取りまとめ、担当取

締役及び代表取締役に提出する。 

 

第 10章 税務会計 

 

（目的） 

第 80条 この規程の税務とは、当会社の納税に関する一切の会計処理及びその関連措置

を対象とする。 

 

（税務の基本原則） 

第 81条 税務の処理に当たっては、税務関係法令を適正に解釈し、適正額による申告及

び納税を行なわなければならない。 

 

（会計処理との関連） 

第 82条 税務上行なわれる計算は、当会社の会計処理とできるだけ合致せしめ、重複事

務を避けなければならない。ただし、会計処理と税務関係法令に基づく処理と

の不一致については、財務経理統括担当者の指示により調整計算を行なう。 

 

（税務申告） 

第 83条 税務申告は、財務経理統括担当者又は顧問税理士がこれを行なう。 

（所管及び改廃） 

第 84条 この規程の所管は管理担当部門とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 
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株式会社トラストバンク  
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（目的） 

第１条 この規程は、株式会社トラストバンク（以下、「当会社」という。）の取締役会の運

営に関して定めるものである。なお、この定めにないものに関しては、定款及び法

令の定めるところによる。 

 

（構成） 

第２条 取締役会は取締役全員をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとと

もに、取締役の職務の執行を監督する。 

 

（監査役） 

第３条 監査役は、取締役会に出席して必要な場合は意見を述べなければならない。 

 

（取締役及び監査役以外の者の出席） 

第４条 取締役会が必要と認めたときは、取締役、監査役以外の者を取締役会に出席させて、

その意見又は説明を求めることができる。 

 

（開催） 

第５条 定例取締役会は少なくとも１ヶ月に１度開催し、臨時取締役会は必要に応じてこれ

を開催する。 

２ 取締役会は、本店において開催する。ただし、必要ある場合には、他の場所で又

は複数の場所において電話会議等の方法を用いて開催することができる。 

 

（招集請求） 

第６条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集する。ただし、

代表取締役に事故あるときは、予め取締役会の定めた順序に従い、他の取締役が招

集する。 

２ 招集権者でない取締役は、必要と認めたときは、招集権者たる取締役に対し会議

の目的とすべき事項及びその審議を必要とする事由を書面で通告し、取締役会の

開催を請求することができる。 

３ 監査役は監査のため必要と認めたときは、その旨を招集権者たる取締役に通告し

て、取締役会の招集を請求することができる。 

４ 取締役会の招集は、各取締役に対し会日より３日前までに、その通知を発するもの

とする。 

５ 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、前項の招集手続を経ないで、取締

役会を開催することができる。 
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（議長） 

第７条 取締役会の議長は、代表取締役がこれにあたる。ただし、代表取締役に事故あると

きは、予め取締役会の定めた順序に従い、他の取締役が議長を務める。 

 

（決議） 

第８条 取締役の過半数の出席により取締役会は成立し、決議はその出席取締役の過半数を

もって決議される。ただし、決議事項に利害関係を有する取締役は決議に参加する

ことができない。また、出席取締役の数には算入しないものとする。 

２ 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当

該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたとき（監査役が当該提案について異議を述べたときを除

く）は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 

 

（報告） 

第９条 代表取締役並びに他の取締役は取締役会で、会社の業務執行状況及び担当業務の情

報を報告する義務がある。 

 

（付議事項） 

第１０条 取締役会で付議する事項は、法令や定款に記載されている事項のほか、別表に掲

げる会社の重要な業務執行について付議されるものとする。 

 

（事後承認） 

第１１条 緊急その他やむを得ない事由により取締役会に付議することができない事項は、

前条の規定にかかわらず代表取締役の決定に基づき他の取締役が適宜処理する

ことができる。 

２ 前項の場合、代表取締役及び取締役は、事後遅滞なくこれを取締役会に報告し、

その承認を受けなければならない。 

 

（議事録） 

第１２条 取締役会の議事については、議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める

事項を記載した議事録（電磁的記録を含む。以下同じ。）を作成し、出席した取

締役及び監査役が、これに署名又は記名捺印（電子署名を含む。以下同じ。）す

るものとする。 

２ 第８条第２項の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合には、

当該事項の内容その他法令に定める事項を記載した議事録を作成し、取締役及

び監査役が、これに署名又は記名捺印するものとする。 
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（その他の事項） 

第１３条 取締役会の運営について、法令、定款又はこの規程に定めのない事項は、招集に

関する事項は招集権者が、その他の事項は議長の決するところによる。 

 

（規程の所管及び改廃） 

第１４条 この規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 

以上 
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別表（第 10条関係） 

決議・報告事項の

別  

項   目  

Ⅰ．決議事項 1.株主総 会に関 する事 項  
(1)株主総会 の招集  
(2)株主総会 の議題及び 議案  

2.決算に 関する 事項  
(1)貸借 対照 表 、 損益計 算 書 、 株 主 資本 等 変 動 計 算 書及

び個別注 記表の 承認  
(2)事業報告 の承認  

3.予算に 関する 事項  
(1)単年度経 営方針及び 単年 度経営計 画の承認  
(2)中期経営 計画の承認  
(3)修正予算 案の承認  

4.役員に 関する 事項  
(1)代表取締 役の選定、 解職  
 (2)招 集 権 者 又 は 議 長 に 事 故 あ る と き の 株 主 総 会 及 び

取締役会 の議長となる 取締役 の順序 の決定  
(3)取締役の 競業取引の 承認  
(4)取締役と 会社間の取 引の 承認  
(5)執行役員 の選任及び 業務 の特定  

5.株式・ 社債に 関する 事項  
(1)基準日の 設定  
(2)募集株式 の発行  
(3)社債及び 新株予約権 付社 債の発行  
(4)法定準備 金の資本組 入  
(5)株式の分 割  
(6)配当  

6.人事・ 組織に 関する 事項  
(1)重要な部 署の設置、 改廃 及び移転  

7.資産・ 資金に 関する 事項  
(1)取締役会にて決定した金額以上の財産の処分及び譲受 
(2)取締役会 にて決定し た金 額以上の 設備投資  
(3)取締役会にて決定した金額以上の投融資及び債務保証 
(4) )取締役会にて決定した金額以上の借入  

9.その他 の事項  
(1)取締役会 規程、その 他重 要規程の 制定及び改廃  
(2)株主総会 の決議によ り取 締役会に 授権された事項  
(3)合併 、事 業 の 譲渡又 は 譲 受 、 重 要な 業 務 提 携 、 その

他重要な 契約に関する 事項  
(4)子会社な どの設立そ の他 関係会社 に関する事項  
(5)重要な寄 付行為  
(6)関連当事 者取引  

た だ し 、 親 会 社 又 は子 会 社 と の 取 引 の う ち 、 利 益 相
反 取 引 に 該 当 し な い取 引 に つ い て は 承 認 を 要 せ ず 、
各 事 業 年 度 終 了 後 に最 初 に 開 催 さ れ る 定 時 取 締 役 会
において 、当該取引に ついて報告す るもの とする 。  

(7)その 他 「 業 務 分 掌規 程」 及 び 「 職務 権 限 規程 」 に て
定めのあ るもの  

Ⅱ．報告事項 1.取締役 会決議 事項の 経過及び結果  

2.四半期 ごとの の貸借 対照表、損益 計算書  

3.重要な る子会 社、関 連会社の業績 及び重 要事項  

4.事業に 関する 重要事 項  
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5.財務に 関する 重要事 項  

6.監査に 関する 重要事 項  

7.取 締 役 の 競 業 取 引 又 は 会 社 と の 自 己 取 引 に 関 す る 重 要

な事実  

8.取締役の法令・定款違反行為に関する監査役からの報告 

9.取締役 ・監査 役の他 の会社取締役 ・監査 役の兼 務  

10.そ の他業 務執行に関 する重 要事項  
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  規程番号 KIHON02 

名  

称  

取締役会規程 平成 31年 3月 26日制定  

  

  

改 
 

 

訂 
 

 

状 
 

 
況 

改訂No. 改訂年月日 

2 令和 2年 6月 26日  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

職務権限規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トラストバンク 
 

  



第１章 総則 
 
（目的） 
第１条 本規程は、組織規程第 14 条の規定に基づき、株式会社トラストバンク（以下、

「当会社」という。）の職位に就く者の職務権限と責任を明確に定め、業務の組

織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。 
 
（適用範囲） 
第２条 本規程は役員、従業員、その他会社の業務に従事するすべての者(以下、「社員

等」という。）に適用する。 
 
（用語の定義） 
第３条 本規程に定められた用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

（１）職務権限とは、各職位者に割り当てられた権限及びその限界、範囲をいう。 
（２）責任とは、その職位にある者が負わなければならない義務をいう。 
（３）職位とは、組織における業務遂行上の地位をいい、当会社における職位は

「組織規程」にてこれを定める。 
（４）職務とは、各職位に遂行すべきものとして割り当てられた具体的な業務をい

い、当会社における職務は「職務分掌規程」にてこれを定める。 
 

第２章 職務権限の基本 
 
（職務権限の割当て） 
第４条 職務権限は、職位者にこれを割り当てる。 

２．職位者には、当該職位者が自身の責任を果たす上で必要な職務権限が、割り当て

られなければならない。 
 
（職務権限の行使） 
第５条 職務権限は、原則として、職務を遂行する立場にある職位者が、自ら行使する。 

２．職務権限の行使範囲は、当該職位者の職務範囲内に限られる。 
 
（職務権限の種類と内容） 
第６条 職位者の主たる職務権限は、以下の通りとする。 

（１）指示命令権とは、組織規程に定められた職制に基づいて部下に業務の遂行を

命ずる権限をいう。 
（２）監督権とは、職位者がその守るべき義務を果たしていないか、監視する権限

をいう。 
（３）起案権とは、立案し決裁を求める権限をいう。 
（４）承認権とは、上位の職位者もしくは特定の職位者が同意を与える権限をい

う。 
（５）決裁権とは、自己の裁量により決定、許可、又は起案に対する最終的な承認

を与える権限をいう。 
 
（責任） 
第７条 全ての職位者は、職務権限を行使した結果に対して、責任を負わなければならな

い。 
２．全ての職位者は、職務権限を行使しなかった結果に対しても、責任を負わなけれ

ばならない。 



 
（責任と内容） 
第８条 全ての職位者は、執行責任と監督責任の両方、もしくはいずれか一方の責任を負

わなければならない。 
（１）執行責任とは、指示命令、起案、承認、決裁のいずれか一つ以上を実行した

こと、又は実行しなかったことによって発生した結果に対して負うべき責任

をいう。 
（２）監督責任とは、下位職位者が業務を執行した結果に対して、当該下位役職者

を監督する立場としての負うべき責任をいう。 
 
（職務権限行使の根拠） 
第９条 職務権限行使の根拠は、以下のとおりとする。 

（１）法令 
（２）社内の諸規程 
（３）直属の上位職位者の指示命令、承認 

２．但し、法令、社内の諸規程、指示命令、承認がない場合、職位者は、その職務を

遂行するに最も適した方法で、職務権限を自ら行使することができる。 
 
（職務権限行使の基準） 
第 10 条 職務権限は、次に掲げる基準によって行使しなければならない。 

（１） 下位者への委任又は代理 
・ 職位者は、自らの職務権限の一部を自らの責任において、下位の者に委

任又は代理させることができる。 
・ この場合であっても、当該職位者はその責任を免れない。 

（２） 下位者への執行責任の一部の委譲 
・ 執行責任の一部を委譲する場合は、その遂行に必要な権限も併せて委任

し、又は代理させなければならない。 
・ 執行責任の一部の委譲には、当該職位者の直系の上位職位者の承認を要

する。 
・ この場合、被委譲者は委譲者に対して、経過及び結果について報告しな

ければならな 
（３） 上位者による代理 

・ この場合であっても、当該職位者はその監督責任を免れない。 
・ 事故その他の理由により、その職務権限を行使しえない場合は、原則と

して直系の上位職位者がその全部を代理する。 
・ この場合、当該職位者は責任を免がれる。 
・ 代理者は、更に権限の全部又は一部を他の者に委任し又は代理させるこ

とができる。 
・ 更なる委任又は代理には、代理者の直系の上位職位者の承認を要する。 
・ この場合、代理者は代理した責任を免れない。 

（４） 相互の協力 
・ 各職位の者は、職位・部署を超えて相互に協力し、常に密接な協調関係

の下に、その職務権限を行使しなければならない。 
 
（職務権限と稟議の関係） 
第 11 条 職務権限の行使は、稟議規程に定める手続きに従い行使されなければならな

い。 
 



第３章 職務権限行使に際しての注意点 
 
（干渉） 
第 12 条 上位の職位者は、下位の権限行使に対して干渉することができない。 

２．但し、指示命令、及び監督を妨げるものではない。 
 
（補佐） 
第 13 条 各職位者は、上位職位者の者に対し積極的に意思を具申し、上位職位者の職務

権限の行使を補佐しなければならない。 
 
（報告） 
第 14 条 各職位者は、自己の職務権限の行使結果について、直系の上位職位者に報告し

なければならない。 
 
（異例事項等の処理） 
第 15 条 各職位者は、自己の職務権限内の事項であっても、特に重要な事項、異例な事

項、又は疑義のある事項についてはその都度、直系の上位職位者の指示に従っ

て処理しなければならない。 
 
（緊急時の応急処理） 
第 16 条 各職位の者は、天災その他緊急でやむを得ない事由があるときは、自己の職務

権限以外の事項についても、緊急の応急処置を講ずることができる。 
２．その場合は、事後速やかに関係職位の者に報告しなければならない。 

 
第４章 各職位者の基本的な職務権限 

 
（各職位の職務権限） 
第 17 条 各職位者に割り当てられた職務権限は、別表にてこれを定める。 
 
（取締役会） 
第 18 条 取締役会は、取締役全員で構成され、「取締役会規程」に定める経営の重要事

項及び会社法で定められた事項についての決裁権限を持つ。 
 
（経営会議） 
第 19 条 経営会議は、執行役員等で構成され、「経営会議規程」に定める取締役会から

委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要事項を協議する取締役会の諮問機

関とする。 
 
（代表取締役） 
第 20 条 代表取締役は、株主総会及び取締役会で定められた範囲内で、当会社のすべて

の職務遂行に責任を負い、かつその遂行に必要な権限を持つ。 
 
（取締役） 
第 21 条 取締役は、当会社の最高意思決定機関である取締役会の構成員として、株主総

会及び取締役会で定められた範囲内で、個別に与えられた職務等に関して責任

を負い、かつその遂行に必要な権限を持つ。 
 
 



（その他の職位者） 
第 22 条 本部長、部長、ユニット長、室長その他の各部署長は、当会社の基本方針、経

営計画、執行手続きに従い、当該所轄部署の所管業務を処理し、かつその遂行

に必要な権限を持つ。 
２．委員長は、部署横断的で期限を定めない特定テーマに関する業務の職務遂行に 

関して責任を負い、かつその遂行に必要な権限を持つ。 
 

第５章 運用 
 
（施行日） 
第 23 条 本規程は、２０２１年４月１日から施行する。 
 
（規程の所管及び改廃） 
第 24 条 本規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  規程番号 SOSHIKI_03 

名 

称 

職務権限規程 令和元年 8月 30 日制定 

  

  

改  

訂   

状   

況 

改訂 No. 改訂年月日 

2 令和３年４月 1日改定 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



株式会社トラストバンク 職務権限表 SOSHIKI_03 職務権限規程別表

2021年5月28日改定

（起：起案または立案  承：承認  決：決裁  報：報告  協：事前協議）

◆取締役会規程

※中期（３年）経営計画に基づき年度経営計画を策定。

起 承 承 決

起 承 決

起 決 協

起 決 協

起 承 承 決 協 ◆取締役会規程

起 承 承 承 協 ※株主総会決議事項

起 承 承 起 承 承 決 協 ◆取締役会規程 ※親会社適時開示事項

◆取締役会規程

決 協 ※株主総会決議事項

決 協

起 決

起 決

起 決

起 決

起 起 決 協 ※「部門名の変更」は重要な変更

起 決 起 決 ※組織規程の改正が必要な場合は、取締役会決議による。

起 決 起 決 報 報

◆内部監査規程

（１）内部監査計画の立案 決 報内部監査計画書

（２）内部監査結果の報告とその対策 決 報 報内部監査報告書

（３）特命監査結果の報告 決 ＊取締役会への報告は特に重要と社長が指定したものに限る。

起 決 協 ◆定款 ◆取締役会規程 事務局は管理部門にて構成

起 決 協 事務局は管理部門にて構成

起 承 起 決 報 報

訴訟行為（起訴及び応訴）に関する事項 起 承 承 決 協 ※親会社適時開示事項

対外契約・覚書の締結、改廃

（１）経営上重要な契約 起 承 起 承 承 承 決 協 ◆取締役会規程

（２）プロジェクト（通常業務取引）および一般経費における契 起 承 決 起 承 決 報 ※捺印申請

（３）その他の契約 起 承 決 ※稟議書

各種規程の制定及び改廃 ◆社内諸規程管理規程 ◆取締役会規程

（１）経営基本規程・組織関連規程 起 承 承 承 決 協

（２）その他の規程 起 承 承 決 ※監査役規程は監査役が決済

（３）細則・マニュアル 起 決 報

印章管理（会社実印・社印） ◆印章管理規程 報捺印申請書

（１）押印 ①プロジェクト関連書類への押印

②代表取締役印 起 決 起 決

③常用社印（角印） 決 決

⑤銀行印 決

⑥請求印（角印） 決

（２）印鑑調整 起 承 決

（３）印鑑管理 実 ◆社内印章管理台帳

商標及び不動産の登記 報 承 決 報 報

保険契約

（１）物的保険 承 決 報 ※各事業のプロジェクトに係るものは各事業部門の発注権限に準じる。

（２）人的保険 承 決 報 ※各事業のプロジェクトに係るものは各事業部門の発注権限に準じる。

賃貸借契約の締結

①年額1,200万円未満（税別） 起 承 承 起 起 承 決 ※保証金その他費用を含む

②年額1,200万円以上（税別） 起 承 承 決

人事計画案の立案 ◆取締役会規程

（１）人事基本方針及び計画 起 承 承 承 決 ※中期及び年度経営計画に集約。

（２）全社及び部門別要員計画 起 承 起 承 決 ※年度経営計画に集約。

採用

（１）部長職またはG4以上 起 承 決

（２）その他社員 起 承 承 起 承 承 決

（３）パート・アルバイト・派遣社員 決 報 決 報

退職・休職・復職 起 決 報 ※人事部門長

人事異動 / 昇進・降職 / 雇用形態

（１）部長職以上 起 承 起 承 決 ※要員計画と異なる場合は、稟議書にて代表決裁

（２）その他社員 承 承 起 承 決

給与・賞与・人事考課に関する事項

（１）従業員（部長以上）の給与など 決 ◆取締役会規程 ※中期及び年度経営計画に集約。

（２）従業員の給与等 起 承 承 起 承 承 決 ◆給与規程 報年度途中で変更の場合は「稟議」

（３）パート・アルバイトの賃金 決 決 報年度途中で変更の場合は「稟議」

就業時間管理 決 決 ◆就業規則

セミナー・研修の実施及び参加 決 決 ※全社的研修の実施等は総務人事部長起案、管理本部長決裁

賞罰 起 承 起 承 決

※稟議書決裁、取締役会決議等決裁権限者による決裁済み案件に関する書類お

（２）本部内の組織変更

（３）部内の変更

※受発注金額別の職務権限に準ずる。

年度予算の編成及び修正

（１）予算編成方針の作成

（２）部門別予算案作成

役員人事に関する事項

（１）取締役、監査役の選任及び解任

（２）代表取締役の選任及び解任

（３）役付取締役の選任及び解任

（４）取締役の使用人委嘱及び解嘱

摘     要（◆：関連規程 報：使用帳票名）

担
当
取
締
役

経営基本計画の策定・修正（中長期・年度）

管理部門

代
表
取
締
役

取
締
役
会

親
会
社

決 協

職務権限事項

（重要な営業方針の決定を含む）

部
長

本
部
長

起

事業部門

部
長

本
部
長

担
当
取
締
役

起

（５）相談役・顧問の委嘱及び解嘱

（６）役員の外部団体・企業の役員への就任及び離任

組織変更（新設・改廃を含む）

（１）重要な組織変更

内部監査

株主総会に関する事項

取締役・取締役会に関する事項

外部団体加入・脱退手続き

（４）総合予算決定

（５）総合予算の修正

資本政策の立案及び実施

増資、社債の発行（新株予約権の発行を含む）

子会社、支店、駐在所等の設立、出資または他社への出資



販売管理に関する事項 ◆業務管理規程

（１）受注契約等 ※地方自治体以外

①受注 3,000万円以上 承 承 承 決 ※ ※契約期間、または年間受注額

       3,000万円未満 承 承 決 ※

       1,000万円未満 承 決 ※

        200万円未満 決 ※

②見積書の内容決定

③値引額の決定

（２）与信額の設定・変更 決 調 承 協 ※事前協議は、特殊、長期、巨額の与信限度の設定のみ

（３）与信を超える取引

②超過１千万以上 起 承 承 承 決

②超過１千万未満 起 承 決 承 承

（４）その他販売業務に関する重要事項 起 決 報 報 報

外注・仕入管理に関する事項 ◆業務管理規程

（１）仕入商品等の選定 決

（２）支払条件の設定 決 報 ※通常支払サイト以外の取引条件の場合

（３）外注・仕入条件の変更・単価の見直し 決

（４）外注・仕入れの承認（発注書・注文書の発行）

①1億円以上 承 承 承 承 承 承 承 決

②1000万円以上 承 承 承 承 承 承 決

③20万円以上 承 決 承 決

④20万円未満 決 決

（６）検収の実施、委任検収の管理 決 決 ◆開発物などの納品、研修の承認。

（７）棚卸資産の管理 決 決

（８）棚卸資産の処分 決 報

（９）その他購買・製造に関する重要事項 起 決 報 報 報

※部門別予算内の範囲

①3万円未満（税別） 決 決

②5万円未満（税別） 承 決 承 決

③10万円未満（税別） 承 承 決 承 承 決

④10万円以上 承 承 承 承 承 承 決

※部門別予算内の範囲

①10万円未満 決 決

②50万円未満 承 決 承 決

③50万円以上 承 承 承 承 承 承 決

④1,000万円以上 承 承 承 承 承 承 承 決

金銭出納 ◆経理規程

（１）小口現金の仮払いの決定 ※使用目的の決裁権限による。 ※チェックのため、決裁前に財務経理部長の承認得る。

（２）預金預け入れ及び支払 決

（３）受取小切手及び受取手形の管理 決

（４）経費、工事代金の支払 決

（５）未払金、未払費用，仮払金の管理 決

（６）金庫管理 決

（７）銀行印の押印及び管理 決 ◆印章管理規程

（８）領収証の発行 決

（９）領収書の保管 実 ◆経理規程

資金調達と運用 ◆経理規程 ◆取締役会規程

（１）金融機関からの借入 ①１億円以下 起 承 決

②１億円超 起 承 承 決 協 ※総枠にて

（２）有価証券の取得・売却①１千万円未満 起 承 決

②１千万円以上 起 承 承 決 協

（３）融資・債務保証 ①１億円以下 起 承 決

②１億円超 起 承 承 決 協

（４）担保の提供・変更 ①１億円以下 起 承 決

②１億円超 起 承 承 決 協

（５）債権の放棄・貸倒処理①100万円未満 起 決 報

②100万円以上 500万円未満 起 承 決 報

③500万円以上 起 承 承 決 協

（６）ヘッジ取引の実施 ①１千万円未満 起 承 決

②１千万円以上 起 承 承 決 協

（７）支払手形発行限度額設定 起 決

（８）年間借入計画 ※単年度予算に取り込む

決算

（１）決算書案の承認 起 承 承 承 決 報 ※株主総会決議事項  ※事業報告含む

（２）月次決算 起 承 決 承

（３）決算（期末・中間期）スケジュールの決定 起 決 報 報

（４）経理処理基準設定・変更 起 決 報

（５）勘定科目の新設及び変更 起 決 報

（６）財務諸表・有価証券報告書の作成・保管・官庁提出 報 報

（７）棚卸資産の評価 起 決 報

（８）棚卸資産の廃棄 起 決 報

税務

（１）税務申告書の作成及び官庁への提出 決 報 報

（２）法人税・事業税等の納付 決 報 報

（３）その他税務に関する官庁への提出 決 報 報

固定資産に関する事項 ◆取締役会規程 ◆固定資産管理規程◆経理規程

（１）取得/修理・改造 ①10万円未満 決

②10万円以上50万円未満 承 決

③50万円以上1,000万円未満 承 承 決

④1,000万円以上 承 承 承 決 協 ※事前協議は、連結グループにとって重要と思われる資産のみ

（２）購入先・売却先の選定 決

（３）売却・除却 ①100万円未満 起 承 承 起 承 承 決  ※社員利用のPCの処分は総務人事部長決裁

②100万円以上500万円未満 起 承 承 起 承 承 決

③500万円以上1,000万円未満 決

④1,000万円以上 決 協 ※事前協議は、連結グループにとって重要と思われる資産のみ

親会社適時開示事項

協

報 ※事前協議可能な場合は事前協議

協

役員と会社の取引

起 決 協

起 決 協

起 決 協

受注に準じる

プロジェクト承認時の決済に準じる

※起案・承認・決済・報告は上記のとおり

※起案・承認・決済・報告は上記のとおり

※起案・承認・決済・報告は上記のとおり親会社の適時開示事項（発生事実）に該当する事項

親会社の適時開示事項（決算情報その他）に該当する事項

取締役の競業取引、利益相反取引、自己取引の承認

内部統制システムに関する基本方針の承認

新規の関連当事者取引の承認

親会社の適時開示事項（決定事項）に該当する事項

経費の執行に関する事項

（１）交際費（１件あたり）

（２）寄附金



 
 

 

 

 

 

組織規程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トラストバンク 
 



第１章 総則 
（目的） 

第１条   この規程は、株式会社トラストバンク（以下、「当会社」という。）当会社の経

営方針を実施するための基本となる経営組織、職制、業務分掌及び職務権限に

関する基準を定め、当会社業務の組織的かつ効率的な運営及び責任体制の確立

を図ることを目的とする。 

 

（効力） 

第２条   この規程は、会社組織の運営に関する基本規程であって、法令、定款、株主総

会、取締役会の決議及び基本規程により定める場合を除き、この規程に反する

命令、指示、その他の職務執行に関する行為は、その抵触する範囲において効

力を生じない。 

 

（組織運営の原則） 

第３条   組織は、次に掲げる原則に従い運営することとする。 

（１）職制については常に定められた系統を保ち、これを乱さないこと。 

（２）分掌業務の運用に当たっては、関係各部署と十分に協議・協調すること

とし、重複又は間隙を生じさせないこと。 

（３）業務分掌に関する事項は、別に定める「業務分掌規程」によること。 

（４）職務権限の行使に当たっては、組織上認められた範囲を越えないこと。 

（５）職務権限に関する事項は、別に定める「職務権限規程」によること。 

 

第２章 経営組織 
 

（当会社の組織） 

第４条    会社は、本部、部（または室、Division）、チーム（またはユニット）、委員

会、プロジェクトチームを置くことができる。 

２    組織の設置、変更、廃止については、職務権限規程の基づき決定する。 

 

（組織図） 

第５条    業務運営の組織は、別紙「組織図」に定めるとおりとする。 

２    前項の定めによる「組織図」には、原則としてプロジェクト、グループ若しく

は事務局委員会を表示しないものとする。 

 

 

 

 

第３章 役員 
（役員の区分） 

第６条    当会社の役員は、定款の定めるところにより、次に掲げる役員を置くことがで

きる。 

（１）代表取締役：１名 

（２）取締役：前号を含め３名以上 

（３）監査役：３名以内 

２    取締役及び監査役は、常勤と非常勤とに区分する。 

 

（当会社代表者の権限） 



第７条    代表取締役は、当会社を代表する。 

２    代表取締役は、取締役会の決議に従い業務を執行し、当会社経営の全般を統括

する。 

３    代表取締役に事故あるときは、定款に基づき予め取締役会で定めた他の取締役

がこれを代行する。 

 

（取締役・取締役会） 

第８条    取締役は、取締役会を組織して、当会社の経営目的を達成するうえで必要な重           

要事項を決定する。 

２    取締役会に関する事項は、法令、定款及び別に定める「取締役会規程」によ

る。 

 

（監査役会） 

第９条   監査役は、取締役の職務の執行を監査する。  

２    監査役に関する事項は、法令、定款及び別に定める「監査役監査規程」によ

る。 

。 

 

第４章 従業員 
 

（従業員） 

第 10条   当会社の「就業規則」に定められた所定の手続により採用されたものを従業員         

とする。 

 

 

（従業員の服務） 

第 11条   従業員の服務については、別に定める「就業規則」による。 

 

第５章 職務 
 

（職位者の職務） 

第 12条   各職位者の基本的職務は、次条以下に定めるとおりとし、各部署長の命及び監

督を受けて、自己の権限をその責任において自ら行使しなければならない。 

 

（代表取締役） 

第 13条   代表取締役は、会社を代表し株主総会及び取締役会の議長となり、重要事項の

決定を行うほか、法令、定款、株主総会、及び取締役会の決定に基づき、会社

業務を総括する。 

 

（取締役） 

第 14条   取締役は、取締役会を組織して当会社の経営目的を達成するうえに必要な重要

事項を審議決定するとともに、取締役会より委嘱された職務を遂行する。 

 

（監査役） 

第 15条   監査役は、取締役の職務の執行を監査する他、当会社の会計監査及び業務監査

を実施し、株主総会に対してその監査結果を報告する。 

 

（本部長） 



第 16条  本部長は、代表取締役の命を受け、次に掲げる各号の担当部署における業務を

統括管理する。 

（１）担当業務に関する経営方針の立案に参画し、代表取締役を補佐し助言す

る。 

（２）経営方針に基づき、担当本部の事業計画を作成し、取締役会の決裁を受

け、その実行を所属従業員に命ずる。 

（３）担当本部内の業務計画を決定し、各種の業務活動を調整し、その実行を監

督する。 

（４）担当本部内の予算案を統括調整し、本部の予算を申請する。 

（５）実行予算内の重要支出の承認、予算実行の監督、予算支出の稟議申請を行

う。 

（６）担当本部内業務分掌及び役職者人事の異動・変更案を経営会議に申請す

る。担当本部内の人事考課を評価調整し、評価案を代表取締役に申請す

る。 

（７）担当本部の事業報告、その他経営計画及び統制に必要な資料を代表取締役

に提出する。 

（８）経営方針、社命、社告その他社内諸規程及び関係法令を所属従業員等に周

知させ、その履行を管理監督する。 

 

（部長） 

第 17条  部長は、担当本部長の命を受け、担当部署の業務の遂行、報告、その他業務資

料を代表取締役に提出し、保管する。 

（１）担当業務に関する本部方針の立案に参画し、担当取締役、本部長を補佐し

助言する。 

（２）本部方針に基づき、担当部門の計画を作成し、取締役会の決裁を受け、そ

の実行を所属従業員に命ずる。 

（３）担当部門内の業務計画を決定し、各種の業務活動を調整し、その実行を監

督する。 

（４）担当部門内の予算案を統括調整し、部門の予算を申請する。 

（５）実行予算内の重要支出の承認、予算実行の監督、予算支出の稟議申請を行

う。 

（６）担当部門内業務分掌及び役職者人事の異動・変更案を担当取締役に助言す

る。担当部門内の人事考課を評価調整し、評価案を担当取締役、本部長に

申請する。 

（７）所属従業員の欠勤・休暇等の請求を承認、及び所定時間外勤務を命ずる等

勤怠管理を行う。 

（８）所属従業員に出張を命ずる。又は、承認する。 

（９）担当部門の事業報告、その他経営計画及び統制に必要な資料を経営会議、

取締役会に提出する。 

（10）経営方針、社命、社告その他社内諸規程及び関係法令を所属従業員等に周

知させ、その履行を管理監督する。 

 

（代理職） 

第 18条  職位には、必要に応じて代理職位を置くことができる。代理職位は、上席者

を 

補佐し、必要に応じて当該職務を代行するとともに、上席者の委任した特定業

務について職務を遂行する。 

 



（委員長） 

第 19条   委員長は、代表取締役の命を受け、担当部署の業務の遂行、報告、その他業務

資料を代表取締役に提出し、保管する。 

 

（従業員） 

第 20条   従業員は、直属上位者の命を受け特定職務を遂行する。 

 

（規程の所管及び改廃） 

第 21条   この規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定す

る。 
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株式会社トラストバンク 

定款 

 

 

 
平成２３年１２月２２日 作  成 

平成２４年４月２日 設  立 

平成２５年９月２７日 変更 

平成２５年１１月２５日 変更 

平成２６年１２月２２日 変更 

平成２７年１１月５日 変更 
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平成２９年４月１７日 変更 

平成３０年１１月１５日 変更 

平成３０年１２月６日 変更 

平成３１年３月２６日変更 



  



定  款 

 

第１章 総  則 

 

（商 号） 

第１条 当会社は、株式会社トラストバンクと称する。 

 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．コンピューターシステム・プログラムの企画、開発及び販売、指導 

２．情報提供サービス及び情報商材の販売 

３．ポータルサイトの企画及び運営 

４．インターネットビジネスに関するコンサルティング業務、広告業務及び

広告代理店業 

５．ウェブサイト、ＥＣサイト等のインターネット上のデジタルコンテンツ

の企画、制作、開発及び販売、運営、管理 

６．インターネットを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用及び

保守 

７．投資等に関するコンサルティング業務 

８．コンピューター教室、操作指導及び各種教室の経営 

９．インターネットにおけるサーバー仲介業務 

10. マーケティングリサーチの請負 

11. 経営戦略及び事業戦略のコンサルティング業務 

12. 環境・エネルギー分野におけるコンサルティング業務及び商品・サービ

スの提供、管理等に関する業務 

13. 電力の販売、管理等に関する業務 

14. ふるさと納税等に関する各種セミナーの企画、開催及び運営 

15. ふるさと納税の事務に関するアウトソーシング受託業務 

16. 地域活性化のための商品開発、資金調達、地域電力等に関する支援事業 

17. 高齢者・要介護者・障がい者向け福祉機器の開発、普及促進事業 

18. 飲食店の企画及び運営 



19. 特産品、工芸品、食料品、飲料品の展示及び販売 

20. クラウドファンディング事業 

21. 有価証券の募集・売出し及び私募の取扱い並びにその売買、売買の媒介

及び取次ぎ又は代理業務 

22. ファンドの組成、募集取扱、管理等に関する業務 

23. 不動産の売買及び賃貸借の情報提供、仲介及び斡旋事業 

24．無料職業紹介事業及び有料職業紹介事業 

25. 地方公共団体における業務及び手続並びに地方公共団体の提供するサ

ービスに関するデジタル化・ＩＣＴ化のためのシステム運用業務、研修

の企画及び実施業務、コンサルティング業務並びにアウトソーシング受

託業務 

26.ＱＲコード、デジタルクーポンその他電子決済システムの企画、開発、運

用、管理、保守及びそれらのコンサルティング業務 

27. 遺贈寄附に関するシステム運用、コンサルティング業務 

 

28. 前各号に附帯する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を東京都目黒区に置く。 

 

（機関構成） 

第４条 当会社は、株主総会、取締役、取締役会、監査役を置く。 

 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、官報に掲載してする。 

 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１万５０００株とし、当会社の発行可能種

類株式総数は次のとおりとする。但し、甲種類株式の消却が行われた場合に



は、これに相当する株式の数を減ずる。 

① 普通株式 １万株 

② 甲種類株式 ５０００株 

 

（株券の発行） 

第７条 当会社の株式については、株券を発行する。 

 

（株券の種類） 

第８条 当会社の発行する株券は、1株券、10株券、100株券、1000株券の 4種類

とする。但し、取締役会の決定により、必要に応じこれ以外の株数を表示し

た株券を発行することができる。 

 

（株式の譲渡制限） 

第９条 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。但し、

当会社の株式につき担保権を有する担保権者が当該担保権を実行した場合

（法定の手続によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁

済による実行を含む。）の当該担保権者又は当該担保権者が指定する者に対

する譲渡による取得については、当会社の承認がなされたものとみなす。 

  ② 前項の承認機関は取締役会とする。 

 

（相続人等に対する株式の売渡し請求） 

第 10 条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対

し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 

 

（株主名簿記載事項の記載の請求） 

第 11条  株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するに

は、当会社の所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として

株主名簿に記載された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得

者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。 

  ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求す

ることができる。 



 

（質権の登録） 

第 12 条 当会社の株式につき質権の登録を請求するには、当会社所定の書式によ

る請求書に当事者が署名又は記名押印し、株券を添えてしなければならな

い。その登録の抹消についても同様とする。 

 

（株券の再発行） 

第 13 条 当会社の発行する株券の分割若しくは併合又は株券の毀損、汚損等の事

由により株券の再交付を請求するには、当会社所定の書式による請求書に

請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えてしなければならない。 

② 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による

株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに必要書類を添

えてしなければならない。 

 

（基準日） 

第 14 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有す

る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使

することができる株主とする。 

②  前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができ

る者を確定するため必要があるときは、取締役会は、臨時に基準日を定め

ることができる。ただし、この場合には、その日を２週間前までに公告する

ものとする。 

 

（株主の住所等の届出等） 

第 15 条 当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、

当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社

に届け出なければならない。届出事項等に変更を生じたときも、同様とす

る。 

② 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければな

らない。 

 



第３章 甲種類株式 

 

（普通株式を対価とする取得条項） 

第 16 条 当会社は、以下の場合には取締役会の定める日をもって、発行済の甲種

類株式の全部を取得し、引換えに甲種類株式を有する株主（以下「甲種類株

主」という。）に当会社の普通株式を交付することができる。 

（１）当会社の株式についていずれかの金融商品取引所への上場（以下「株

式公開」という。）の申請を行うことが取締役会（取締役会が設置さ

れていない場合には株主総会）で可決され、かつ株式公開に関する主

幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合 

（２）当会社の普通株式の議決権の過半数を有する株主が書面により同意

した場合 

② 甲種類株式１株を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、１

株とする。 

 

（議決権） 

第 17条 甲種類株主は、株主総会において議決権を行使することができない。 

 

（その他の甲種類株式の内容） 

第18条 前二条及び次条の定めを除く甲種類株式の内容は普通株式と同一とする。 

 

（種類株主総会） 

第 19 条 当会社は、甲種類株式について、会社法第３２２条第１項の規定による

種類株主総会の決議を要しない。 

 

第４章 株主総会 

 

（招 集） 

第 20 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集

し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 

② 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、代表取締役がこ



れを招集する。代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定

めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集する。 

③ 株主総会を招集するには、会日より１週間前までに、議決権を有する各

株主に対して招集通知を発するものとする。 

 

（招集手続の省略） 

第 21 条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員

の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。 

 

（議長及び決議の方法） 

第 22 条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たり、代表取締役に事故があ

るときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役がこれに

当たる。 

② 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出

席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 

③ 会社法第３０９条第２項に定める株主総会の決議は、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

 

（株主総会の決議の省略） 

第 23 条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があ

った場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべて

の株主が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する

旨の株主総会の決議があったものとみなす。 

 

（議決権の代理行使） 

第 24 条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代

理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主

総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 

 

（株主総会議事録） 



第 25 条 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成

し、１０年間当会社の本店に備え置くものとする。 

 

第５章  取 締 役 及 び 取 締 役 会 

 

（取締役の員数） 

第 26条 当会社の取締役は、３名以上を置く。 

 

（取締役の選任の方法） 

第 27 条 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数をもって行う。 

 

（取締役の任期） 

第 28 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

② 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された

取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とす

る。 

 

（代表取締役） 

第 29条 当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。 

② 代表取締役は当会社を代表し、当会社の業務を執行する。 

 

（報酬等） 

第 30 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財

産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 

 

（取締役会の招集） 

第 31 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び監査役に対し、会日の３日前まで

に発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。 



② 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続

きを経ないで開くことができる。 

 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第 32 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを

招集し、その議長となる。 

② 代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従

い、他の取締役がこれに代わる。 

 

（取締役会の決議） 

第33条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、

出席取締役の過半数をもって行う。 

② 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項 

について提案をした場合において、当該提案につき取締役（当該事項につ

いて議決に加わることができるものに限る）の全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の

決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該提案について異議を述

べたときはこの限りではない。 

 

（取締役会の議事録） 

第 34 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定

める事項については、議事録に記載又は記録し、出席取締役及び出席監査役

が記名押印又は電子署名する。 

 

（取締役の責任免除） 

第 35 条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によ

って、同法第４２３条第１項に規定する取締役（取締役であった者を含む。）

の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 

② 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締

役等であるものを除く。）との間に、同法第４２３条第１項の責任を限定す

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限



度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 

 

第６章  監 査 役 

 

（監査役の員数） 

第 36条 当会社の監査役は、３名以内とする。 

 

（監査役の選任） 

第 37 条 当会社の監査役の選任は、株主総会において議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株

主の議決権の過半数をもって行う。 

 

（監査役の任期） 

第 38 条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。 

② 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了す

るときまでとする。 

 

（監査役の報酬等） 

第 39 条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財

産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 

 

（監査役の責任免除） 

第 40 条 当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によ

って、同法第４２３条第１項に規定する監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。 

② 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間に、同

法第４２３条第１項の責任を限定する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額

とする。 

 



第７章  計  算 

 

（事業年度） 

第 41条 当会社の事業年度は、毎年１０月１日から翌年９月３０日までとする。 

 

（剰余金の配当及び除斥期間） 

第 42 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載さ

れた株主又は登録株式質権者に対して行う。 

② 剰余金の配当は、支払開始の日から満３年を経過しても受領されないと

きは、当会社はその支払義務を免れるものとする。 
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（目的） 
第１条 本規程は、従業員等からの組織的又は個人的な法令違反行為や社内規程違反行

為、企業倫理上問題のある行為、コンプライアンス上問題のある行為（以下、

「コンプライアンス違反行為」という。）等に関する相談、通報の適切な処理の

仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正・防止をはかり、当社

におけるコンプライアンス経営を推進することを目的とする。 
 
（適用範囲） 
第２条 この規程は、当社の役員、従業員等（正社員、契約社員、パートタイム社員及び

アルバイト社員をいう。）、退職者、及び派遣労働者又は派遣労働者であった者に

対して適用する。 
 
（通報窓口） 
第３条 通報を受取る窓口及びコンプライアンス違反行為に該当するかを確認する等の相

談に応じる窓口（以下、「通報窓口」という。）は、以下のとおりとする。 
（１）社内窓口 

各監査役及び内部監査室長 
（２）社外窓口 

通報窓口業務を委任した弁護士（弁護士法人を含む） 
２ 管理担当部署長は、本規程、通報窓口及びその利用方法等を、第２条に定める者

に周知するものとする。 
 
（通報の方法） 
第４条 通報窓口の利用方法は、別段の定めがない限り、電話・電子メール・書面・面談

による。 
２ 通報窓口への通報の際には、原則として氏名・所属部署を明らかにして行なうも

のとする。但し、匿名によることも認める。 
３ 通報窓口は、電子メール・書面により通報がなされた場合、通報者に対し、速や

かに、通報を受領した旨を通知する。ただし、匿名による通報の場合はこの限り

ではない。 
 
（通報） 
第５条 第２条に定める者は、コンプライアンス違反行為が生じ又は生じるおそれがある

と思料する場合は通報窓口に通報することができる。 
２ 通報の内容は以下のとおりとする。 

（１）行為の具体的な内容 
（２）行為を行なっている者の氏名、部署名 
（３）行為が行なわれていることを知った経緯 
（４）その他行為に関すること 

３ 本規程に関係する全ての者は、第２条に定める者が本規程に基づき通報や相談を

行なうことを妨げる行為をしてはならない。 
４ 本規程に関係する全ての者は、通報に係る事実関係の調査に際して協力を求めら

れた場合には、調査担当者に協力しなければならず、調査担当者による調査を妨

害する行為をしてはならない。 
５ 通報者は、事実と異なることを知りながら行なう通報、誹謗中傷を目的とする通

報、個人的利益を図ることを目的とした通報等、第１条に定める本規程の目的と

は異なる目的での通報を行なってはならない。 
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（通報内容の検討・調査） 
第６条 通報窓口は、通報受付後、調査の要否、調査が必要な場合には具体的な調査の内

容を検討し、通報者に対し、速やかに、今後の対応について通知する。ただし、

匿名による通報の場合はこの限りではない。 
２ 社外窓口は、通報者の同意がある場合を除き、通報者の特定につながる情報を社

内の通報窓口に開示しない。 
 
（事実関係の調査） 
第７条 調査が必要な場合、通報窓口の各担当者は自ら事実関係の調査を行い、又は他の

通報窓口の担当者と共に調査を行い、必要に応じて他部門等に調査を依頼するこ

とができる。 
２ 通報窓口は、通報者のプライバシー等に十分な配慮をしなければならない。 
３ 通報窓口は、調査の実施に際し、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されな

いよう調査の方法に十分な配慮をしなければならない。 
４ 調査に当たり調査対象者は、通報内容の毀損、隠蔽、改ざん、その他調査を妨げ

る行為をしてはならない。 
５ 本規程に関係する全ての者は、通報者の承諾又は法令に基づく場合など正当な理

由がない限り、通報の内容、調査の内容、その他の個人情報を含む全ての情報を

第三者に漏洩してはならず、目的外に利用してはならない。 
 
（調査結果の報告） 
第８条 前条の調査の結果、コンプライアンス違反行為が認められたときは、通報窓口

は、取締役会に報告をしなければならない。 
２ 取締役会は、前項の報告を受けた場合、必要に応じ、第三者委員会による調査、

違反者の処分及び再発防止策の検討その他の適切な措置を講じるものとする。 
 
（利益相反関係の排除） 
第９条 通報処理業務に携わる者は、自らが関係する不正行為についての通報の処理に関

与してはならない。 
 
（進捗状況の通知） 
第１０条 通報窓口は、調査中、通報対象者（不正行為を行い又は行うおそれがあると通

報された者をいう。）や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシ

ー等に配慮しつつ、通報者に対し、適宜、調査の進捗状況について通知するよ

う努める。 ただし、匿名による通報の場合はこの限りではない。 
 
（調査結果の通知） 
第１１条 通報窓口は、調査担当者の調査の結果を踏まえ、調査結果を、可及的速やかに

とりまとめ、通報者に対し、その結果を通知する。ただし、匿名による通報の

場合はこの限りではない。 
 
（是正結果の通知及びフォローアップ） 
第１２条 通報窓口は、通報対象者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバ

シー等に配慮しつつ、通報者に対し、遅滞なく、是正結果について通知する。

ただし、匿名による通報の場合はこの限りではない。 
２ 通報窓口は、通報処理終了後も、通報者に対して通報を理由とした報復行為や

不利益な取扱い等が行われていないかを確認するなど、通報者保護に係る十
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分なフォローアップを行う。ただし、匿名による通報の場合はこの限りでは

ない。 
 

（不利益な取扱いの禁止） 
第１３条 本規程に関係する全ての者は、コンプライアンス違反行為を通報した者に対

し、通報したことを理由として、報復行為その他いかなる不利益な取扱いも行

なってはならない。 
２ 当社は、通報者等が通報したことを理由として通報者の職場環境が悪化するこ

とが無いよう適切な処置をとらなければならない。 
３ 当社は、通報者に対し不利益な取扱いや嫌がらせ等を行なった者に対して、就

業規則等に従い処分を行なう。 
 
（仕組みの周知等） 
第１４条 管理担当部署長は、通報処理の仕組み及びコンプライアンスの重要性につい

て、本規程に関係する全ての者に十分に周知することとする。 
 
（見直し）  
第１５条 当社は、本規程に基づく是正措置及び再発防止策が十分に機能しているかを確

認するとともに、必要に応じ、本規程による通報処理の仕組みを改善すること

とする。 
 
（規程の所管及び改廃） 
第１６条 この規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 

以上 
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反社会的勢力対策規程 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社トラストバンク 

 



第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本規程は、株式会社トラストバンク（以下、「当会社」という。）において、反社会的勢力を

排除するための平素からの対応や、有事の際の対応を定めることを目的として定める。 

 

（適用範囲） 

第２条 本規程は役員、従業員、その他当会社の業務に従事するすべての者(以下、「社員等」という。）

に適用する。 

 

（用語の定義） 

第３条 反社会的勢力とは、暴力や威力、あるいは詐欺的な手法を駆使し、不当な要求行為により、

経済的利益を追求する集団または個人の総称をいい、具体的には以下に該当する集団または

個人をいう。 

① 暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的にまたは

常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体） 

② 暴力団員（暴力団の構成員） 

③ 暴力団準構成員（暴力団または暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を

背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対

し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力する者のうち暴力

団員以外の者） 

④ 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員

もしくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴

力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行

等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業） 

⑤ 総会屋等（企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、

市民生活の安全に脅威を与える集団または個人） 

⑥ 社会運動等標榜ゴロ（社会運動もしくは関与する政治活動を仮装し、または標ぼうし

て、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅

威を与える集団または個人） 

⑦ 特殊知能暴力集団等（第１号から第６号までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背

景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中

核となっている集団または個人） 

⑧ 共生者 

（ア）暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者 

（イ）暴力団員を雇用している者 

（ウ）暴力団または暴力団員を不当に利用していると認められる者 

（エ）暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められる者 

（オ）暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

⑨ 前各号に準ずる者のほか、暴力的または不当な要求行為等により市民社会の秩序や安



全に脅威を及ぼす集団または個人等、当会社で定める集団または個人 

２．不当要求とは、反社会的勢力に該当する集団または個人による暴行脅迫もしくは暴行脅迫の

行為を示唆する一切の言動、社会通念上相当と認められた範囲を逸脱した手段による権利行

使、またはその他の社会通念上許容された限度を超える一切の不相当な行為をいう。 

 

第２章 基本方針 

 

（基本方針） 

第４条 当会社は、社会的責任ある企業として、暴力団を始めとする反社会的勢力との関係を遮断し

排除していくため、反社会的勢力に対する基本方針を定める。 

２．当会社の基本方針は、以下の通りとする。 

① 反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断する 

② 反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として対応するとともに、対応する役

職員の安全確保に努める 

③ 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関と

の連携体制強化を図る 

④ 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行う 

⑤ いかなる理由があっても、事案を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引は、絶対

に行わない 

⑥ 反社会的勢力に対する資金提供は、絶対に行わない 

３．当会社は、基本方針は、当会社のウェブサイトに掲出する。 

 

第３章 管理体制 

 

（管理体制の構築と整備） 

第５条 当会社は、基本方針を実現するための管理体制を構築し、その整備を行うものとする。 

２．当会社は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応その他反社会的勢力への対応

を総括する部門を管理担当部署と定め、管理担当部署長をこれらの対応を統括する責任者と

定める。 

３．管理担当部署長は、本規程に従って、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、

反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修

活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行うものとする。 

４．管理担当部署は、反社会的勢力排除のために国や地方公共団体が制定・公表する法律・条例、

指針およびガイドライン、その他反社会的勢力排除に関する規範の最新情報を継続的に確認

するとともに、警察または全国暴力追放運動推進センターその他反社会的勢力排除のための

専門機関の主催するセミナーへの出席や情報収集を通じて、反社会的勢力排除の体制構築に

努め、役員および従業員への周知を図らなければならない。 

 

 

 



第４章 反社会的勢力の排除 

 

（顧客または取引先の調査） 

第６条 社員等は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該顧客または取引先が反社会的勢力に該

当するか否かの調査を、管理担当部署に対して依頼しなければならない。ただし、担当部門

が明確でない顧客または取引先が、次の各号のいずれかに該当する場合には、管理担当部署

が直接調査を行わなければならない。 

① 顧客または取引先と新規に取引関係に入る場合 

② 顧客または取引先から不当要求行為がなされた場合 

③ 顧客または取引先に関して反社会的勢力との関係を疑わせる情報が入った場合 

２．管理担当部署は、顧客または取引先が個人である場合には、当該個人について、顧客または

取引先が法人である場合には、当該法人ならびにその代表者（代表社員および職務執行者等

を含む。）について、反社会的勢力に該当するか否かの調査を行わなければならない。 

３．管理担当部署長は、前項の調査に際して、反社会的勢力蓄積情報の利用その他必要かつ適切

な手段（必要に応じて外部専門機関に照会することを含む。）を用いなければならない。 

４．管理担当部署は、1年以上継続して取引している顧客および取引先に対して、第２項で定め

る調査を定期的に実施しなければならない。 

５．本条で定める調査の調査結果は、書面もしくは電子的記録として残さなければならない。 

 

（社員等の調査） 

第７条 当会社の社員等が、日常の言動や外部からの情報提供等により、反社会的勢力であるまたは

反社会的勢力との接触のおそれがあると疑われる場合、人事管掌部署長は、管理担当部署長

に対して、当該社員等が反社会的勢力に該当するか否かの調査を依頼しなければならない。 

２．管理担当部署長は、採用選考対象者については、労働条件通知書発行前までに、当該採用選

考対象者が反社会的勢力に該当するか否かの調査を実施しなければならない。 

 

（暴排条項） 

第８条 顧客または取引先と取引を行う場合は、顧客または取引先が反社会的勢力に該当すると認め

られたときは、当会社の申出により当該契約が解除される事項（いわゆる暴排条項）を契約

書または取引約款等に定めなければならない。 

 

（取引の禁止） 

第９条 当会社は、第６条に定める審査の結果、顧客または取引先が反社会的勢力であることが判明

した場合は、取引を行わない。 

 

第５章 反社会的勢力への対応 

 

（報告） 

第10条 社員等は、顧客または取引先が、顧客または取引先が、反社会的勢力であることが判明した

場合には、直ちに、管理担当部署長に報告しなければならない。 



 

（統括責任者による適切な対応の指示） 

第11条 管理担当部署長は、社員等から前条に規定する報告を受けた場合または前条各号のいずれか

に該当する事実を自ら発見した場合（第6条に定める調査の結果認識した場合を含む。）には、

代表取締役社長に報告しなければならない。 

２．前項の報告を受けた代表取締役社長は、関係する社員等に対して、当該顧客等との取引関係

の解消を含む適切な対応をとるよう指示しなければならない。 

 

（不当要求への対応） 

第12条 管理担当部署長は、不当要求があった場合には、代表取締役社長の指示の下で、反社会的勢

力と接触する可能性のある担当者の安全を確保するために必要な措置をとり、外部専門機関

と連携するなどして必要な支援を行うものとする。 

２．不当要求があった場合には、担当者または担当部門に対応を任せず、管理担当部署長が代表

取締役社長の指示に従って対応策を決定するものとする。その際、管理担当部署長は、民事

および刑事上の必要な法的手段を講じるほか、必要に応じて速やかに警察に被害届を提出す

るなどの措置をとるものとする。 

３．前項の決定にあたって、管理担当部署長は、積極的に外部専門機関に相談するとともに、全

国暴力追放運動推進センター等外部機関が策定している対応要領等に従うものとする。 

 

（届出） 

第13条 社員等が、反社会的勢力の関係者と思われる者から不当に金銭その他の経済的利益を要求さ

れたときは、当会社は、直ちに警察に届け出る。 

２．社員等が、反社会的勢力の関係者と思われる者から暴行を受けたときは、当会社は、直ちに

警察に届け出る。 

３．第１項および前項の届出は、管理担当部署長が代表取締役社長の承認を得て行うものとする。 

 

（捜査への協力） 

第14条 当会社は、反社会的勢力やそれによる不当要求に関する警察による捜査には、全面的に協力

する。 

２．警察との連絡責任者は、管理担当部署長とする。 

 

（第三者仲介の排除） 

第15条 当会社は、いかなる場合においても、法的または事実的な紛争の解決について、第三者に仲

介、斡旋等を依頼しない。 

２．当会社は、第三者が、法的または事実的な紛争の解決について、仲介、斡旋などを申し出て

も、これに応じない。 

 

 

 

 



第６章 運用 

 

（内部通報） 

第16条 社員等は、以下の各号に定める場合、所定の内部通報窓口へ通報することができる。 

① 本規程違反行為を認知または見聞きした場合 

② 上長または管理者が本規程違反行為等に関与しているおそれがある場合 

③ 通常の業務報告により本規則違反行為等の放置、隠ぺい等がなされる恐れがあるなど、

通常の業務報告では適切な対応がなされないと判断する場合 

 

（懲戒） 

第17条 当会社は、社員等が本規程に違反する行為を行った場合は、その行為者および管理者につい

て、就業規則等社内規則に従い厳正な処分を行う。 

 

（施行日） 

第18条 本規程は、２０２１年４月１日から施行する。 

 

（所管および改廃） 

第19条 本規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 
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第１章 総  則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、株式会社トラストバンク（以下、「当会社」という。）の文

書の保存及び管理に必要な基準を定め、文書の保存及び管理業務の統一

的な運営を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「文書」とは、当会社の業務を遂行するために作成

し、又は社外から入手した書類、規程、稟議書、契約書、注文書、報告

書、図表、伝票、帳簿、その他会社業務に必要な一切の記録をいう。ま

た、書面のほか、電磁的記録を含む。 

 

（帰属） 

第３条 文書は、すべて正確かつ迅速に処理し、管理者を明らかにしなければな

らない。また、文書は会社に帰属し、私有してはならない。 

 

（機密保持） 

第４条 文書の作成、発送、受付、配布、整理、保管、保存及び廃棄の事務を取

り扱う者は、業務上知り得た機密を漏洩してはならない。 

 

第２章 文書の発送 

 

（文書の発送） 

第５条 文書の発送は、原則として文書の迅速処理を考慮して、部署ごとに行

う。 

 

（発信者名義） 

第６条 文書の発信者名義は、原則として次のいずれかとし、部署名を併記しな

い個人名を用いない。 

（１）会社名及び代表取締役名 

（２）会社名及び部署名 

（３）会社名、部署名、役職（有する場合に限る）及び個人名 

 

（発信文書の控え） 

第７条 発信文書の控えの取り扱いは、次の要領による。 

（１）請求書、見積書、契約書については控えをとり、会社に保管す

る。 

（２）前号以外の発信文書については、部署長の指示に従い、必要に応
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じて控えを取り、会社に保管する。 

２ 前項各号の保管方法は、電磁的記録によることができるものとする。 

 

第３章 文書の受付・配布 

 

（書面による文書の受付） 

第８条 文書による到着文書は、管理担当部署が受付し、各部署に配布する。 

 

（社内通達） 

第９条 社内通達は、原則として、書面又は社内ネットワークによる社内メー

ル、イントラネット等の電磁的記録により、行なうこととする。 

 

（書面による文書の配布） 

第10条 書面による文書の配布を受けた各部署は、名宛人に配布する。また、部

署宛となっている場合は、部署長から配布先の指名がなされない限り、

部署長に配布する。 

 

第４章 機密文書の取扱 

 

（機密文書） 

第11条 機密文書とは、特にその内容を他に漏らしてはならない文書で、次のい

ずれかに該当する文書をいう。 

（１）当会社の重要政策及び取締役会など重要な会議の議事又は人事及

び経理関係等の事項で、職務上これを取扱う関係部署以外に公表

を許さないもの 

（２）法令、契約、協定又は申し合わせ等により、当事者以外に公表す

ることを禁じられているもの 

（３）当会社の競争優位を保つために必要な当会社の「営業上の情報」

「技術上の情報」を記載した書類 

２ 前項に該当する文書の判断につき疑義が生じた場合は、当該機密文書を

保有する部署の長が判断するものとする。 

 

第５章 文書の保存 

 

（保存義務） 

第12条 法令、定款、社内規程その他の定めにより一定期間保存を義務づけられ

た文書、及び各部署が業務を遂行するために必要な文書は、これを保存

しなければならない。 
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（整理・保存） 

第13条 各部署において、業務を遂行するために必要な文書は、常時、確実に保

存され、必要時は直ちにこれを取り寄せることができ、業務に支障のな

きよう、努めなければならない。 

２ 各部署長は、必要な文書を分類、整理し、電磁的記録の場合には所定の

ファイルホルダに、書面の場合にはこれを保管棚又は倉庫等に確実に保

存しなければならない。 

３ 機密文書等、特に重要な文書は、電磁的記録の場合には所定のファイル

ホルダに、書面の場合には鍵のかかる場所又は倉庫にこれを保管し、紛

失、盗難を避け、対処しなければならない。 

 

（文書保存の管理責任者） 

第14条 文書保存の管理責任者（以下、「文書管理責任者」という。）は、管理担

当部署長とする。 

 

（保存期間） 

第15条 文書管理責任者は、文書毎の保存期間を設定し、周知する。 

  ２ 法令の制定又は改正により、前項の保存期間より長い保存期間が定めら

れたときは、前項の保存期間は、文書管理責任者による変更を待たず

に、法令の保管期間に伸長されたものとみなす。 

 

（保存期間の延長） 

第１６条 保存期間を経過した文書で、継続保存の必要のあるものは、文書管理

責任者が期間を定めて保存する。 

 

（保存期間の短縮） 

第１７条 保存期間内の文書であっても、当該文書の所管部署長において保存の

必要なしと認めた場合は、文書管理責任者の承認を得て、廃棄するこ

とができる。 

 

（保存場所） 

第１８条 文書は文書管理責任者の指定する場所に保管するものとする。 

 

第６章 文書の廃棄 

 

（完全削除及び廃棄の原則） 

第１９条 保存期間を経過した文書は、機密の漏洩及び悪用を防ぐため、電磁的

記録の場合にはファイルホルダからの完全削除を、又は書面の場合に

は原則として焼却又は裁断の方法により、廃棄するものとする。 
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（所管及び改廃） 

第２０条 この規程の所管は管理担当部署とする。 

以上 
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株式会社トラストバンク 
 

  



第１章 総則 
 
（目的） 
第１条 本規程は、職務権限規程第 11条の規定に基づき、稟議に関する事項を定め、業務

処理の適正化、円滑化を図ることを目的とする。 
 
（適用範囲） 
第２条 本規程は役員、従業員、その他会社の業務に従事するすべての者(以下、「社員

等」という。）に適用する。 
 
（用語の定義） 
第３条 稟議とは、職務権限規程別表において定められている項目について、決裁を受け

ることをいう。 
２．起案とは、起案権を保持している者が、立案し決裁を求めることをいう。 
３．承認とは、職務権限規程別表に記載されている承認者が、起案内容に同意するこ

とをいう。 
４．決裁とは、決裁権を保持している者が、自己の裁量により決定又は許可すること

をいう。 
 
（原則） 
第４条 社員等は、起案、確認、決裁の手続きを、すべて事前にとらなければならない。 
 

第２章 稟議システム 
 
（稟議システム） 
第５条 当会社は、稟議手続きは、所定の稟議システム上で執り行う。但し、取締役会決

議事項は、稟議システム上では執り行わず、取締役会で執り行い、取締役会議事

録にて記録する。 
２．稟議システムは、管理担当部署がこれを管理する。 
３．稟議システム上の手続きについては、関連部署との協議の上、管理担当部署がこ

れを主管する。 
 

第３章 起案 
 
（起案者） 
第６条 起案は、原則として、起案権を保持している者がこれを行う。 

２．起案権者は、職務権限規程別表にて定める。 
３．但し、決裁者と起案者が同一の場合、決裁権者が指定する者を起案者とする。 

 
（起案事項） 
第７条 起案者は、次に掲げる事項を明瞭かつ正確に記載しなければならない。 

（１）起案年月日 
（２）起案者の部署名、氏名 
（３）件名 
（４）起案内容（目的、効果等をできるだけ詳細に記載する） 
（５）その他決裁判断上必要と認められる事項 

 
 



（添付書類） 
第８条 起案者は、起案の内容を明らかにするため、必要により次に掲げる参考資料等を

添付しなければならない。 
（１）見積書 
（２）金額算定資料 
（３）契約書（ドラフト） 
（４）料金表 
（５）その他決裁判断上必要と認められる資料 

 
（様式） 
第９条 稟議書の様式は、稟議システム上にてこれを定める。 
 
（再起案） 
第 10条 起案後、決裁されるまでの間で起案内容を変更する場合、起案者はその都度、改

めて稟議手続きをとらなければならない。 
 

第４章 承認 
 
（承認者） 
第 11 条 承認は、原則として、承認権を保持している者がこれを行う。 

２．承認者は、職務権限規程別表にて定める。 
 
（承認種類） 
第 12 条 承認の種類は、次に掲げるとおりとする。 

≪承認の種類内容≫ 
（１）承認：起案のとおり、実施を承認する場合 
（２）差戻し：原案不備・関係者意見不一致等により、再検討のうえ、再提出を 

求める場合 
（３）却下：内容不適当等により、起案を却下する場合 

 
（承認後の処理） 
第 13 条 承認の結果は、稟議システム上にて、速やかに次の承認者又は決裁者に通知す

る。 
 

第５章 決裁 
 
（決裁者） 
第 14 条 決裁は、決裁権を保持している者がこれを行う。 

２．決裁権者は、職務権限規程別表にて定める。 
 
（決裁種別） 
第 15 条 決裁の種別は、稟議事項の内容により、次に掲げるとおりとする。 

（１）取締役会決議 
（２）代表取締役決裁 
（３）担当取締役決裁または執行役員決裁 
（４）部署長決裁 
２．稟議事項ごとの決裁の種別は、職務権限規程別表にてこれを定める。 

 



（決裁手続） 
第 16 条 決裁種別ごとの決裁手続は、次に掲げるとおりとする。 

≪決裁手続き内容≫ 
（１）取締役会決議：取締役会での審議事項とし、その決議を受けること。 
（２）代表取締役決裁：稟議システム上にて、代表取締役の決裁を受けること。 
（３）部署長決裁：稟議システム上にて、部署長の決裁を受けること。 

 
（決裁種類） 
第 17 条 決裁の種類は、次に掲げるとおりとする。 

≪決裁の種類：内容≫ 
（１）承認：起案のとおり、実施を命令する場合 
（２）差戻し：原案不備・関係者意見不一致等により、再検討のうえ、再提出を求

める場合 
（３）却下：内容不適当等により、起案を却下する場合 

 
（決裁後の処理） 
第 18 条 決裁の結果は、稟議システム上にて、速やかに起案者に通知する。 
 
（仮決裁の取扱） 
第 19条 決裁権者は、天変地変、不慮の事故、稟議システムの障害等により緊急を要し、

かつ所定の手続をとることが不可能な稟議事項については、これを電子メール

及びビジネスチャット等により、証跡を残すことによって、仮決裁をすること

ができる。 
２．仮決裁を受けた場合、起案者は、前項の証跡を添付の上、速やかに正規の稟議 

手続をとらなければならない。 
 

第６章 決裁後の変更等 
 
（変更稟議） 
第 20条 稟議が決裁された後、決裁された稟議事項に重要な変更を加える場合は、起案者

は、その都度、速やかに変更稟議を提出しなければならない。 
 
（取消稟議） 
第 21条 稟議が決裁された後、実施を取り止める場合には、起案者は、決裁の取消しを申

請し、決裁者の承認を得なければならない。 
 
（管理） 
第 22 条 決裁された稟議は、管理担当部署において管理する。 
 

第７章 運用 
 
（施行日） 
第 23 条 本規程は、２０２１年４月１日から施行する。 
 
（規程の所管及び改廃） 
第 24 条 本規程の所管は管理担当部署とし、改廃は取締役会に付議して決定する。 
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